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開 議 （１０時００分）

議長（下西淳史君） おはようございます。

これより本日の会議を開きます。

本日の議事日程は、お手元に配付してるとおりであります。

日程第１ 会議録署名議員の指名

議長（下西淳史君） 日程第１、会議録署名議員を指名いたします。

署名議員に、松下克議員、黒目友則議員を指名いたします。

日程第２ 一般質問

議長（下西淳史君） 日程第２、一般質問に入ります。

各個質問を行います。

最初に、渡辺明彦議員。

１０番（渡辺明彦君） おはようございます。

私は、６月定例会に当たり、市政に関して若干の質問をし、市長の答弁を求めるもので

あります。

まず最初に、先月１６日から今月２日まで各地区において開催されました市政懇話会に

ついて伺います。

私は、５月１６日に渡公民館で行われました市政懇話会に参加しましたが、出席者が

４５名ということで、昨年２度にわたって行われた合併説明会よりも少なく、いささか残

念でありました。各会場とも参加者が低調だったと聞いておりますが、住民の方への周知

の方法に問題があったのではないか、まずもって伺っておきます。

担当者から境港市財政の現状と見通しについて、行政改革の具体的な取り組みについて、

平成１５年度当初予算における主な施策の内容の説明があり、それを受けて質疑応答があ

りました。主な質疑内容は、ごみ処理に関すること、市町村合併問題、市議会に対するこ

と、人件費の削減などでありました。特に市議会に対することにつきましては、大変手厳

しい御指摘をちょうだいいたしました。真摯に受けとめさせていただき、私どもといたし

ましても今後とも検討してまいりたいと思っております。
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市政懇話会を通じて私が感じたことは、単独市政を決意した市長や市議会に対し、大変

厳しいおしかりであったけれども、しっかり頑張れという激励でもあると感じております。

市長は、このたびの市政懇話会をどのように受けとめておられるのか、また今後も継続さ

れるのか伺いたいのであります。質疑応答後、単独市政を選択した首長として、市長の強

い意欲が感じられないという声を聞きました。改めて単独市政に向けての意思表示を伺い

たいと思います。

次に、水産業振興について伺います。

境港の漁獲水揚げ量は、昭和６１年から平成６年まで９年連続５０万トン以上を記録し、

平成５年には境漁港最高の６９万トンを水揚げしました。しかしながら、平成７年からマ

イワシ資源が激減し、昨年、一昨年は往時の７分の１程度の１０万トン余で推移したとこ

ろであります。このような厳しい経営環境の中、業界では各企業とも事業の継続と地域経

済の活力確保のために、営業力の向上、新商品の開発、ハセップ対応工場づくり等に加え、

減船、設備縮小、賃金カット、リストラ等コスト削減に死力を尽くしているものの、自助

努力も限界との声が聞こえてきます。業界としては、水産業が遭遇している厳しい局面打

開のために、現行融資制度の枠組みを超えた金融支援や２１世紀を見据えた水産振興ビジ

ョンの樹立を求めておられます。市長はどのように答えられるのか、御所見を伺いたいの

であります。

ベニズワイガニの漁獲量は、昭和５９年の３万１，７５４トンをピークに年々減少し、

昨年は９，０００トン弱でありました。境港での年間取扱量は約２万トンと言われており、

輸入が年々ふえており、昨年は１万１，０００トンでありました。社団法人境港水産振興

協会では、「日本海とっとり境港紅ずわいがに」という商標登録をされ、ジャパン・イン

ターナショナル・シーフードショーに出展されるなど各地で宣伝され、境港のベニズワイ

ガニはブランドとして定着しつつあり、業界関係者各位の御努力に敬意を表するものであ

ります。

しかしながら、近年、ＢＳＥ問題、大手企業の偽装表示など不祥事が相次ぎ、食品に対

する信頼が揺らいでおります。安心・安全な食品の供給は、原材料の鮮度は当然のことな

がら、加工段階での衛生管理、品質管理が問われております。安心・安全な食品を供給す

るハセップ対応加工工場建設への多面的な支援が必要ではないでしょうか。市長の御所見

を伺いたいのであります。

本年、境港市漁業協同組合は、県内漁協合併に当たり、当市が漁業振興のために長年に

わたって取り組んできたことへのお礼として多額の寄附をくださいました。財政厳しい折、

当市としては大変ありがたく、感謝にたえません。組合長さんは、使途に指定はつけませ

ん、御自由にお使いくださいとのことでありますが、私は基金を創設し、必要に応じて水

産振興に役立てるべきと考えますが、市長はどのようにお考えなのかお示し願いたいので

あります。

新型肺炎（ＳＡＲＳ）が中国、台湾、香港などアジア地域で流行しており、当市として
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も発生地域との人的、経済的交流があり、心配しているところであります。韓国での発生

はないとはいえ、米子－ソウル便は予約率が低迷しており、５月には定期便１４往復のう

ち４往復が運休したところであります。ソウルからは、台湾、香港、中国各地への定期便

が往来しており、ＳＡＲＳ侵入の心配があります。また、境港では、昨年実績で４５０万

トンの貨物が往来しており、発生地域からの貨物船、発生地域に寄港したコンテナ船など

が入港しており、懸念するところであります。昭和町の境港港湾合同庁舎にある厚生労働

省広島検疫所境出張所の職員は３名と聞いており、空、海の水際防止対策は十分なのでし

ょうか。市長の御見解を伺いたいのであります。

新型肺炎と確認された台湾の医師が関西や四国を訪れていた問題で、国と自治体間の情

報共有、接触者多数の場合の追跡調査の難しさが浮き彫りとなりました。飲食店や宿泊施

設への風評被害などが深刻でありました。当市の場合、疑い例も含めた患者を受け入れる

指定医療機関があり、風評被害の対策も含め県、保健所、医療機関との緊密な連係プレー

が求められますが、市としての危機管理体制は整っているのか、市長の御所見を伺いたい

のであります。

最後に、国際交流に及ぼす影響について伺います。

共同通信社の全国調査によりますと、新型肺炎感染拡大の影響で、中国の自治体と友好

姉妹都市提携をしている国内の自治体が本年度に計画した４７０の交流事業のうち約５０

％が感染のおそれなどを理由として中止や延期になっているとのことであります。鳥取県

は、８月に開催予定の北東アジア地域国際交流・協力第９回地方政府サミットについて、

モンゴル中央県から延期の要請があり、同意したとのことであります。県の体育協会も韓

国江原道で開催予定の日韓スポーツ交流大会について、１１月に延期するよう提案をして

います。当市では、中国琿春市との交流は本年度が友好提携１０周年に当たり、琿春市か

ら訪問団を受け入れるなど記念事業に取り組むこととなっております。河南省との教育交

流についても、青少年の交流を支援することとなっております。昨今の事情を考慮すると

中止ないし延期とすべきと考えますが、市長の御所見を伺います。

以上で質問を終わります。よろしく御答弁のほどをお願い申し上げます。

議長（下西淳史君） 市長の答弁を求めます。

黒見市長。

市長（黒見哲夫君） 渡辺議員の御質問にお答えをいたします。

初めに、市政懇話会についての市民の周知方法等に問題があったのでないかという御質

問でありましたが、懇話会の全体の出席者は４００人で、昨年の合併説明会よりは少ない

結果でありました。市民への周知方法は、市報、市のホームページ、防災行政無線で行っ

たほか、重立った約２００ばかりの団体には郵送で御案内を申し上げたところであります。

合併説明会より出席者が少なかったことについてはいろいろな見方があるでしょうが、合

併問題より行革というのは市民の関心が薄かったのでないかという見方もあります。

この懇話会をどのように受けとめているのか、また今後も市政懇話会を継続されるのか
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というお尋ねでありますが、各会場からはさまざまな御意見、御質問をいただきましたが、

平成１５年度予算と行財政改革の内容については、おおむね御理解がいただけたのでない

かと思っております。今回の懇話会を通して市民への情報提供のあり方、あるいは市民参

画による市政の推進の重要性を改めて強く感じた次第であります。

また、今後も懇話会を継続されるのかということでございますが、多様化する市民要望

等を的確に把握し、市政に反映させていくことは大変重要なことでありまして、広聴事業

の充実を今後も図ってまいりたい。その中で、懇話会の継続についても十分研究をしてま

いりたいと思います。

次に、単独市政についての市長の意欲が感じられなかったという御質問でありましたが、

昨年の１２月市議会において、単独市政の存続を私の意思として表明いたしましたが、そ

の後においてもその考えは変わりません。先般の懇話会でもそういった御質問がありまし

たが、その考えに変わりはないということを答弁いたしておるところであります。

次に、水産振興についてであります。現行融資制度の枠組みを超えた金融支援をという

御提言でありましたが、水産業の置かれておる状況というのは、長期にわたって大変厳し

い状況であることは認識いたしております。現在の金融状況下での新たな融資制度という

のは、今既に借りていらっしゃる企業等の実態を考えますと、これはできないものだと考

えております。

次に、水産振興ビジョンの問題でございますが、ことしの３月の議会でもお答えいたし

ておりますように、地元の関係者の皆さんの意見が反映され、また実施可能なビジョンで

なければいけないという観点から、なかなか取り組みが進展してないことを考えますと、

その状況から私は大変苦慮いたしておりますということを申し上げてまいりました。その

後、大きな状況の変化が起こっております。その一つは、鳥取県において地元関係者の意

見をお聞きして、境漁港の水産振興を図る目的で境漁港機能強化アクションプログラムと

いうのが取りまとめられました。これはもう既に鳥取県の予算でも反映していただいてお

るものもありますし、これは実現可能なものを計画的に順次整備していくという内容であ

ります。また、本年度創設された水産加工地域再生強化推進事業というのに鳥取県が取り

組まれておりまして、今年の９月を目途に水産加工再生強化方針を策定されることとなっ

ております。

そして、さらには国において今年度、鳥取県境港市における地域水産業構造調査研究と

いうのが実施されることになりまして、境港の水産業全般について多面的、総合的な調査

研究、分析を行い、水産業にかかわる問題を摘出し、境港の活性化のための改善方策を策

定して、１６年３月にはこの報告書がまとめられることになっております。このように境

港の水産業振興のために現在さまざまな調査研究が国、県で取り組まれておるところであ

ります。本市といたしましては、これらの成果を踏まえて、改めて水産振興ビジョンにつ

いて関係者の皆様の声をお聞きして、ともに考えていくということが適切でないかと考え

ております。
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次に、水産業振興の問題で、ハセップ対応加工工場建設への多面的な支援が必要でない

かという御質問でありました。ハセップ対応加工工場を建設する場合、例えば平成１１年

に制定された中小企業経営革新支援法に基づく中小企業経営革新計画に認定されますと、

現在、国や県による各種助成や政府系金融機関からの低利融資など、さまざまな支援制度

が用意されております。そのほか要件によっては、企業立地促進補助金などの対象にもな

りますので、企業におかれましては、こうした支援制度を活用していただきたいと存じて

おります。市といたしましては、こうした制度が円滑に活用できるように御相談を県など

の支援に取り組み、市内の水産加工関係工場では既に５社が、５つの企業がハセップに対

応されたところであります。

最後に、水産振興基金の創設の問題でございますが、おっしゃるように、今年３月に境

港市漁協から多額の御厚志を賜りました。寄附条件はつけないということを言われました

けれども、今でも水産振興のための施策にはいろんな形で取り組ませていただいておりま

すが、今後もそういったことを継続的に進めていくためにも、例えば境港市沖合漁業新規

就業者支援事業、そして魚礁の設置事業、さらには栽培漁業推進事業、金融対策等さまざ

まな水産振興施策を行ってまいりたいと考えております。基金という形では創設はいたし

ませんけれども、寄附をいただいたお気持ちを十分尊重して、これはすべて水産振興事業

に充当させていただきたいと考えております。

次に、重症急性呼吸器症候群、ＳＡＲＳということでよく言われておりますが、この対

策についてであります。１つは、空港・港湾の防疫体制についてでございますが、市の危

機管理体制についてもお尋ねになっておられます。今、世界各国でＳＡＲＳに感染した患

者が、状況が連日報告がされております。ＳＡＲＳは、原因、治療法とも定かでない未知

のウイルスで、新感染症として認定され、鳥取県が主管となり、鳥取県ＳＡＲＳ対応行動

計画が４月２５日に定められ、５月２６日にこれが改定をされまして、体制の整備が図ら

れているところでございます。

広島検疫所境出張所におかれましては、空港では検疫官と境港医師協会の医師とで問診、

検温等を実施しておられ、健康状態の確認を行うなど検疫体制を強化しておられます。ま

た、港においては、船員等を下船させず、無線検疫診査を実施され、症状を呈する者がい

る場合は、空港における検疫体制と同様な業務をしておられ、症状によっては米子保健所

に連絡し、指示に従って対応することとなっております。境港市の危機管理体制といたし

ましては、２次感染の予防対策としてＳＡＲＳ対策連絡協議会を設置して対応マニュアル

を策定いたしましたので、関係職員には周知徹底をいたしたいと思っております。

ＳＡＲＳの疑いで入院が必要な場合、境港市では専門医療機関に済生会境港総合病院が

指定されており、病院におかれましては、平成１５年５月６日に他の指定病院に先駆けて

陰圧室など５室、５つの部屋でございますが、これが整備されたところであります。今の

ところ日本では発生例がありませんが、ＳＡＲＳに関する記事を市報に掲載いたしました

ほか、今後も引き続いて市民の皆さんに周知してまいりたいと考えております。
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次に、このＳＡＲＳの問題に関連して、国際交流への影響でございますが、確かに出て

まいりました。本年７月にロシア、ウラジオストックで開催される予定になっておりまし

た第９回の環日本海拠点都市会議につきましては、やむなく延期となりました。また、琿

春市友好都市提携１０周年記念代表団の来日、あるいは河南省との青少年教育交流につい

ても、今のところ見通しが立っていない状況であります。市といたしましても、各国のＳ

ＡＲＳの状況をよく見守る中から、交流先の御理解をいただきつつ、当面は人的交流は見

合わせることが最善であると考えております。以上でございます。

議長（下西淳史君） 追及質問がございましたら、どうぞ。

渡辺議員。

１０番（渡辺明彦君） それでは、何点かちょっと伺いたいと思います。

まず最初に、市政懇話会のことでございますけれども、市の試算では、市職員の人件費

のカットであるとか住民負担の見直しをしても、２０１０年には基金が底をつくという、

住民説明会でもそうでしたが、今回もそういう前提での説明でございます。住民の皆さん

といたしましては、２０１０年には基金が底をつくということを示されて、将来に希望を

持てと言われても、なかなか希望が持てないのではないかというふうに思います。その点

につきまして、議会に対しても記者会見をしたときに、その点をつかれたわけでございま

して、議会といたしましては、歳出の方をさらに一層の削減と、歳入の方で企業誘致等を

含めた歳入増を図るというようなことを申し上げたら、夢のような話で人は納得しないと

いうことを言われたわけでございますけれども。だけど、そういうポテンシャルのある地

域として我々は単独を選択をした。市の試算では、２０１０年には基金は赤字になるけれ

ども、まださらに取り組むことができるということで我々は思ってますが、市長さんの方

は２０１０年で基金が底をついて、その後どうするのかという市民の不安をやっぱり払拭

をしないと、単独市政でいくんだということを言っても、なかなか説得力がないのではな

いかというふうに思います。市長さんは、２０１０年以後の基金を底をつかせないために

はどうするのかということをもっと市民に訴えなければならないと思いますが、その点に

ついてお聞かせを願いたいと思います。

それと、次に、本日、新潟港に入港予定であった万景峰号が厳戒体制のために入らない

ということを報道で知りました。昨年、一昨年に日本に寄港した、入った北朝鮮の貨物船

は１，４００隻ぐらいという、これは延べでございますので、船の数では１５０隻ぐらい

ではないかと言われておりますが、舞鶴が一番多くて３３４隻、境港には３３２隻で２番

目でございます。境港に入る北朝鮮の船は主にベニズワイガニであるとかマツタケである

とか、そういったものを運んできておって、帰る船は中古の自転車であるとか中古の家電

製品であるとか、そういったものを持って帰ってるようですが、今回のように入港する漁

船に対して監視が強化されるということになりますと、北朝鮮のベニズワイガニを予定に

もを入れて、水産加工の業者さんに与える影響が出てくるんではないかなあというふうに

思います。北朝鮮の船をできるだけ入らせないようにするための監視強化のように思える
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んですけれども。そういった点について市長さんはどのように考えていらっしゃるのか、

お伺いしたいというふうに思います。

それともう一つ、ことしに入ってから４月までの水揚げ高が３万８，１４６トン、前年

対比１６５％ということで、昨年の上半期の数値を上回っておりますけれども、水揚げの

維持とか拡大を図るためには、やっぱりよその圏外の船を境港に来ていただくと、そうい

う誘致するためにいろいろ取り組まなければならないと思いますけれども、先ほどの答弁

でもございましたが、境港を利用する漁船としては、港に入って、次出航するまでの休憩

する岸壁が不足しているとか、港で停船しているときに電力を供給してもらうための供給

設備が不備であるというような点や、それと陸揚げ作業がもっと早くならないかとか、そ

ういうことや、市場の衛生の管理をもうちょっとよくしてもらいたいというような要望が

あるようでございますけれども、その点につきましては先ほども御答弁をいただいたんで

すけれども、もう１回ちょっと詳しく御説明をいただきたいというふうに思います。

それともう一つには、ＳＡＲＳの問題に関して、民間企業におきましても、当市では木

材研修生、農業研修生というのが来られておりまして、市の方がもともと関与しておった

んですが、今では民間の木材業者、農家の方にお任せになってると思いますけれども、あ

るいはスポーツメーカーでも女性の研修生が１０名ぐらい来ていらっしゃるということで、

中国からの研修生が境港市にも多数滞在しておられます。こういった方は期限を切ってお

帰りになりますけれども、今度、次の方が来られないという状況になると、それぞれの企

業にとってもかなりの痛手があるんじゃないかなあというふうに思います。県の方でも、

そういう県内に来ているそういう研修生に対して、新たな研修生を入らせないというよう

な何か方針があるようですけれども、企業といたしましては期限で帰って、次は来ていた

だけないということになると事業の方にも影響があるんで、現在いらっしゃる研修生の期

限延長ができないのかというような要望もあるようです。法的にどうなのかということは

私はわかりませんので、滞在延期は可能なのかどうか、その辺をちょっとお教え願いたい

と思います。以上でございます。

議長（下西淳史君） 市長の答弁を求めます。

黒見市長。

市長（黒見哲夫君） お答えをいたします。

初めに、市政懇話会で説明した内容が市民の皆さんに大変不安をおかけしておるという

ことでございますが、将来の財政見通しについては、あの資料で説明いたしましたように、

これは現行制度に基づいて将来推計すればこうなるだろうというものをお示ししておりま

す。といいますのは、今の制度のままですと、国はもちろんでございますが、地方財政は

破綻の時期を迎えると言われております。そうしたことから、あの推計の結果は恐らくそ

うなるだろうと思っておりますが、そのことによって市民の皆さんは大変不満あるいは不

安を感じておられる、そのことは当然のことであります。この不安を解消するために、今、

渡辺議員がおっしゃるように、地域の特性を今後生かして歳入の増加を図りながら、そう
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いった取り組みは当然必要になってまいります。

ただ、私たちは、そういった甘い推計だけで市民にお示しするということは、責任ある

立場としてはできないわけであります。私としては、将来何とか国の制度も、例えば国が

構造改革を進めようとしている三位一体の地方の改革、これをやったとしても、最近、新

聞報道等で言われておりますように、国は補助金、交付税をカットしても、その７割か８

割ぐらいしか税源を移譲しないと言っておるわけであります。あと２割、３割というのは、

地方がこれから自分たちの責任においてこれを解消していかなければならない。その最た

るものが行政改革であると私は思っております。そういう状況の中でお示しした資料であ

りますから、１０年先のことを今だれが責任持って説明できるでしょうか。これは不可能

であります。したがって、今は耐えて長もちさせるという取り組みが必要であると思いま

す。つまり基金が底をつくのを２年でも３年でも先延ばしできるような取り組みをするこ

とが今、最重要課題だと私は考えております。

それから、北朝鮮の万景峰という船が出航を見合わせたと。境港には今、漁船が、おっ

しゃるように全国で２番目に多い３００隻を超える北朝鮮の漁船が入っております。これ

からこのＳＡＲＳの問題、あるいはＰＳＣという制度がありますが、ポート・ステート・

コントロールという、つまり不審船というか、あるいは欠陥船というか、港に着けられて

は困る船というのを監視体制が強まってきております。管理組合でも今取り組みをなされ

ておりまして、そういう船が入ってきた場合は改善命令を出すとかいうような取り組みを

行ってきておりますが、今確かにカニの面では北朝鮮からの輸入というのは、地元の水産

関係の皆さんにとっては大変大きな資源となっておるわけでございますが、そういったこ

とがこれからもできるだけ継続できるように、さまざまな法律の枠組みの中でそれを考え

ていくことが大事なことであると思っております。

それから、現在のところ境漁港の水揚げ量は昨年をかなり上回っております。この実績

をさらに今後も持ち続けるためには、圏外漁船の入港をできるだけ誘致するという取り組

みも、これは水産業界の中でもよく言われております。そこで、先ほど申し上げましたよ

うに、境漁港の機能強化アクションプログラムというのをつくりまして、地元の皆さんか

らいろいろ意見をお聞きいたしたところであります。その内容につきましては、委員会等

で資料をお示ししたいと考えておりますが、利用者が使いやすい港づくり、安心・安全の

市場づくり、港に新たな機能を持たせること、この３つの柱を大きく取り上げて、これか

ら取り組もうといたしておるところであります。その中には、今おっしゃるように電力の

供給設備等の問題も含まれております。

それから、ＳＡＲＳの関係で民間企業に多くの影響が出ておるということを御指摘にな

られまして、例えば中国から今、農業、木材研修生が来ておりますが、これはＳＡＲＳの

問題が発生する以前のことでしたので、今来ていただいております。この方々が１年間の

研修が終わると帰ることになるんですが、今度新しい研修生を受け入れることができるか

どうか、今のところ全くわかりません。したがって、この方々の在留期間を延長するとい
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うような措置につきましては、今のところ検討しておりませんが、これは法的にはなかな

か難しい規制があるようでございます。どうしたらこの民間で頑張っていただいとる研修

生がこれからも継続して境港市に協力がいただけるということにつきましては、鋭意調査

研究を深めてまいりたいと考えております。以上でございます。

議長（下西淳史君） 追及質問がございましたら、どうぞ。

１０番（渡辺明彦君） ありません。

議長（下西淳史君） 次に、岡空研二議員。

１８番（岡空研二君） 私は、６月定例市議会に当たり、当面の課題について私見を交え、

市長に質問をさせていただきます。

初めに、米子空港滑走路延長についてお伺いします。

平成１３年秋に境港、米子両市の地元議会の合意を得て、周辺振興計画につきましては

今日まで順調に事業を推進され、努力もされていることは十分に認識しているところであ

ります。一方、関連プロジェクトにおきましては、道路は迂回で、ＪＲは地下化として調

整が行われ、県道の迂回に関しては仕方なく納得された地元代表の方が多数おられた経緯

がありました。しかし、先日の鳥取県空港港湾課からの説明によりますと、ＪＲも迂回で

ないと決着しないとのことでした。そこで、伺いますが、ＪＲが迂回になった場合、境港

市として内浜県道のルート及び市道外浜線はどのようにしたらよいのか。また、外浜線が

統廃合される計画だったものを再度２車線の独自の道路を確保してもらうよう、鳥取県に

対し要望されるのかどうかです。

以前、境港市としては、延長にはまだ合意していないので、地元要望にも関与もしない

し、境港市自身も何も要望しないとのいきさつがありました。そのため、市全体を考えた

振興策は乏しく、市施行の事業ばかりで県施行の新規事業はありません。片や米子市の場

合は、地元と協議した振興策のため、地元はもとより全市的にも事業効果の高いものが数

多くあります。このようなことがこのたびはないよう、切にお願いをするものであります。

内浜県道と旧外浜県道は、全市民の幹線道路でありますから、境港市として最良のルート

検討案を県に示し、強く要望しなければと考えますが、市長の御所見をお尋ねします。

もともとＪＲ西日本本社は、境線を廃止路線として位置づけしていたわけですから、固

定資産税のかかる構造物や経費のかかる地下駅など、当初より考えになかったのではない

かと推測します。現に境線のダイヤを見ましても、境港駅から米子駅に行き、「やくも」

に乗るにも連絡が悪く、３分前に発車するもの、中には発着が同時刻となっているものが

あります。これは明らかに境線からの乗り継ぎを不便とし、乗降客を減らし、廃線としよ

うとする意図があるとしか思えないダイヤです。しかし、歴史ある境線です。ＪＲの米子

支社の職員やＯＢの方、これまで利用されてこられた方々には愛執があります。私も同様

であります。境港市長として今お答えできる範囲で結構ですから、感想をお聞かせくださ

い。

また、現在のダイヤでは、ＪＲを利用し、境港から岡山、大阪に行くよりも車利用の方
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が特急電車よりも早く行けるという実情にあります。境線のルートがどのような形になろ

うと、ＪＲに対し現ダイヤの早期改正を要望していただくようお願いするものであります。

次に、地域防災計画についてお尋ねします。

先月の鳥取市での火災で、町内の自主防災会が初期消火に当たり、大事には至らなかっ

たという新聞記事を読みました。このときは、運よく消火ホースの取りつけ訓練を受けた

ばかりということもあり、消防車よりも早く放水できたのではと感心しているところであ

ります。私の住んでおります町内にも自主防災会があり、年に数回の訓練に参加している

ところですが、果たしていざというときにどの程度役に立つのかどうか、日ごろより疑問

に思っています。先日、配付された境港市地域防災計画によりますと、現在、自主防災会

は渡と境地区にある７組織となっておりますが、今後も他の自治会にも呼びかけ拡充を図

られるかどうか伺います。また、初期消火といっても、どのような状況のとき、どこまで

素人がしてよいのやら、難しい問題があると思います。消防署とか消防団との連携ができ、

いざというとき悔いがないよう、今後合同の説明会等を開催されるお考えがあるかどうか

伺います。

最後に、ごみの収集方法についてお尋ねします。

現在、各自治会でも、ごみ問題が話題になっていることと思います。本年１０月１日か

らの収集方法ですが、指定袋以外は収集せず、来年度以降はその袋にも有料シールが必要

とのことでした。先日の行革説明会の折、ひとり住まいの場合ごみも少量なので、小さい

袋でも収集してもらいたいとの意見がありました。１０月からも、例えばスーパーのレジ

袋等小さな袋でも対応できるような何か方法を考えておられるのかどうか伺います。

また、家屋密集地の一部の地域では、現在家の前においてあれば収集してもらっていた

ものが、ステーション化されることを聞きました。そのステーションの位置についてです

が、市から自治会に提示された案の中には、歩道上に設ける場所がありました。ごみ置き

場が設けてあるところは、町内の人だけではなく他の市町村等の人が車の中から投げ捨て

るごみがあるとよく聞きます。そのため歩道が狭くなり、車道を児童が通るようなことに

なる場合が想定されますが、その対策についての考えをお聞かせください。以上でござい

ます。ありがとうございました。

議長（下西淳史君） 市長の答弁を求めます。

黒見市長。

市長（黒見哲夫君） 岡空議員の御質問にお答えをいたします。

初めに、米子空港滑走路延長にかかわる諸問題でありますが、初めにＪＲ境線が迂回に

なった場合、県道米子境港線のルートあるいは市道外浜線を独自の道路として確保するよ

うにという御意見でございました。米子空港滑走路延長事業に伴うＪＲ境線のつけかえに

つきましては、先般、鳥取県よりＪＲの地下化の調整が難航しており、県としては平面迂

回ということも今後検討しなければいけないということについての理解を求められる説明

会でありました。現在、鳥取県とＪＲ西日本との間で境線の平面迂回につきまして技術的
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に可能かどうかという検討が進められております。市道外浜線を含め、具体的にＪＲ境線

と県道米子境港線の平面迂回ルート案ができ次第、県も市と、それから市議会、そして地

元の地域活性化協議会等に説明にまいると言っておりますので、その状況を見ながら市議

会とともにいろいろ市としての調査研究を進めながら結論を見出したいものと考えており

ます。

ちなみにＪＲ境線を地下化するということで、県道の迂回については地元合意がなされ

たとして鳥取県には報告しておる経過があります。ＪＲの迂回ともなれば、また新たな問

題としてとらえなければいけないと思います。外浜線につきましては、初めの県のＪＲ地

下化の事業に伴って迂回する案では、交通量につきましては、あの部分は４車線にすると

いうことで、１日当たり３万６，０００台の通行可能になる道路として整備したいと言っ

ております。現在の状況はどうかといいますと、県道米子境港線、つまり内浜からずっと

来る道路の路線でありますが、１日当たり１万７，０００台、それから市道外浜線という

のは１日当たり３，０００台という調査結果が出ております。

次に、ＪＲ境線のダイヤは、乗客を減らし、廃線しようとする意図があるとしか思われ

ないという御意見をいただきました。境線ダイヤの早期改正を要望してほしいということ

でありますが、ＪＲ境線は長い歴史を持ち、市民の通勤、通学はもとより交流人口の拡大、

地域活性化の面でも、本市にとりましてはなくてはならない重要な公共交通機関でありま

す。ダイヤ改正につきましては、山陰本線、境線、因備線高速化事業完成の際には本市か

ら鳥取へ、これは乗りかえなしで行けるようになる。山陰本線との直通運転も計画されて

おり、一層利便性の高いダイヤが組まれるものと期待をいたしております。岡空議員は、

伯備線「やくも」との関連も述べられましたが、境線だけを考えてすべてのＪＲの路線が

物が決まるということにはなかなかこれはならないと思います。しかしながら、せっかく

今高速化が進められようとしてる中で、ＪＲからは新たなダイヤ編成に取り組まれ、地元

にも説明があると思いますが、それまでにやっぱり地元の意向として要望はいたしてまい

りたいと考えております。

次に、地域防災計画でございますが、今後も自主防災組織の拡充を図っていくのかとい

うお尋ねであります。災害の発生を未然に防ぎ、被害を最小限にとどめるためには、行政

の対応だけでは限界があることは申し上げるまでもありません。地域の住民の方々が日ご

ろより防災意識を高め、いざというときにお互いが助け合える自主防災組織を設置され、

行政と連携して取り組んでいただくことがこれからも求められてまいるものと考えます。

しかしながら、本市の自主防災組織の組織率は、残念ながら鳥取県下では最も低いレベル

にあるというのが実情でございます。このため、今年度から自主防災組織の育成方針の中

で設置基準を見直し、既存の自治会活動の中でもう少し気軽に防災活動に取り組んでいた

だけるようにして、組織率の向上に努めてまいりたいと考えております。

次に、自主防災会が消防組織と連携して取り組めるように説明会を初め訓練の機会もふ

やすべきでないかという御質問であったと思います。従来より毎年、自主防災組織のリー
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ダー研修会を開催しまして、消防組織との連携や救急講習などを行っているところであり

ます。このほかにも、各防災会単位で防災倉庫の救助器具の説明会も開催させていただい

ております。こういった活動も今後さらに広めてまいりたいと考えております。

最後に、ごみの収集問題でありますが、指定袋について御質問がありました。今年１０

月より可燃ごみの指定袋制を導入して分別の徹底とごみの減量化を推進していくこととい

たしておりますが、現在ごみ袋については各自治会へ大、小の２種類をあっせんいたして

おるところであります。今後の取り組みにつきましては、有料制のごみ袋の規格等につい

ては、ごみ処理有料化等の地区説明会、これは適当な時期にできるだけきめ細かく地域に

出向いて説明会を開催する予定にいたしておりますが、そうした中で多くの市民の皆さん

の御意見をお聞きし、境港市廃棄物減量等審議会、この審議会に市の案を諮問いたしたい

と考えております。また、スーパーのレジ袋等の使用は考えておりませんので、御理解を

賜りたいと存じます。

次に、ごみ集積所のステーション化でございますが、ステーション化を進めることによ

り、他の地区からのごみの持ち出しや不法投棄の問題、こういった問題は避けて通れない

問題であると考えております。ステーション化により、集積所の管理は各自治会にお願い

することとしておりますが、早朝等のとっさの場合の対応は、各自治会での対応をお願い

いたしたいと考えております。歩道等の集積所へのごみの出し方等については、交通の支

障のないよう徹底していただくよう、ごみ処理有料化等の地区別の説明会でお願い、周知

を図るとともに、市報等でも啓発してまいりたいと考えております。また、他の市町村か

らのごみの持ち込みや悪質な不法投棄のケースについては、地元自治会と協力体制をとり、

そしてまた警察とも連携を図りながら、その防止に努めてまいりたいと考えております。

以上でございます。

議長（下西淳史君） 追及質問がございましたら、どうぞ。

岡空議員。

１８番（岡空研二君） ありがとうございました。先ほどの答弁内容とその他に二、三質

問をさせていただきます。

県道迂回についての答弁に、道路迂回については県の案を聞いてから市の判断をしたい

というふうにお答えなさいましたが、私が言いますのは、県の案じゃなくて市の希望も県

に組み入れてもらって、県の案を出してもらってはどうかということでございます。それ

と、境線ダイヤについてですが、境線がループしている路線なら独自でダイヤは決められ

ないかもしれませんが、素人考えかわかりませんが、ちなみに隠岐汽船に聞きましたら、

５分とか１０分程度のダイヤ改正はそれに合わせられるということを聞いておりますので、

できればですが、よろしくお願いいたします。

そのほか別の質問になりますが、県道迂回とか、今のＪＲが迂回した場合に、下水道処

理場の計画決定の変更も現在、前の案で図書がストップしてあると思いますが、これも当

然変更が出てくると思います。それにかかる費用を市が持つのか、これは県が負担してく
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れるのかということと、駐車場の増設というのも前に案があったようですが、今のところ

は狭くて。地下駅ではなくなった場合に、駐車場の増設という場所がまた難しくなってく

ると思うんですが、その辺が今のところわかっていれば教えてください。

それともう１点ですが、災害時、防災計画についてですが、ボランティア活動のことで

すが、１２年の西部地震のときはボランティア活動とかやりたいといって望んで来られた

方が多数おられましたけど、しかし、その人たちを誘導したり世話をする人がいないため、

個人的に来られた方は断っておったような状態にありました。今の防災計画を見ますと、

福祉協議会とか、そういうところに頼んで、組織を持った人たちのボランティア活動に対

しては受け入れ体制を考えてるようですが、個人的に来られた方の受け入れ体制がどうな

ってるかをお聞きします。以上でございます。

議長（下西淳史君） 市長の答弁を求めます。

黒見市長。

市長（黒見哲夫君） お答えをいたします。

初めに、道路あるいはＪＲの迂回の問題でありますが、まだ県としてはこれで決めたと

も言っておりませんし、ＪＲと交渉する中でそういった案も持っていなければいけないと

いうことで、今検討を深めておられるところでありますが、これから県からの説明を受け

る段階で、市も市議会の皆さんとよく協議をしながら鳥取県に物言うべきことはきちっと

申し上げる、そういうことを考えております。ＪＲが迂回になれば下水道の方にどんな影

響が出てくるかということもまだ承知しておりませんし、そういったことも含めまして皆

さんとともに研究をいたしてまいりたいと考えております。

それから、境線のダイヤのことは、今おっしゃるようなことも可能な部分もありましょ

うし、これは十分物がきちっと決まってからではなくて、できれば事前に地元の要望とし

てＪＲに申し入れをいたしたいと考えております。

あとの問題は部長から答えていただきます。

議長（下西淳史君） 狩野建設部長。

建設部長（狩野 宏君） 後段の下水処理場の計画変更等が生じた場合の費用負担の問題

と、それから駐車場の増設についてのどうなっておるかということでございます。平面迂

回等によりまして計画変更がなされる可能性があるわけですけども、その際に新たな負担

が生じないようにお願いしたいということは県の方に申し上げております。

それから、駐車場の増設につきましての現状でございますけども、これまで地下化前提

で動いておりました駐車場の増設計画も聞いておりますけども、なかなか具体案が出てこ

ないという状況にございました。今回の平面迂回を検討される中でも、そういった駐車場

についてもあわせて検討されていくものと考えております。よろしくお願いいたします。

議長（下西淳史君） 松本産業環境部長。

産業環境部長（松本健治君） 災害時のボランティア活動、特に組織ではなく個人的に参

加をされる方への対応でございますが、平成１２年度の鳥取県西部地震におきましても、
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青年会議所あるいは社会福祉協議会でそういった個人の方からの申し出というのも受け付

けておりますので、今後もそういった個人の方の活動につきましては、そういった組織の

受け皿といいますか、そういったものでお受けしていきたいというふうに考えております。

議長（下西淳史君） 追及質問。

１８番（岡空研二君） ありません。

議長（下西淳史君） 次に、水沢健一議員。

１１番（水沢健一君） 私は、６月定例会に当たり、若干の質問をいたし、市長並びに教

育長の御所信をお伺いいたします。

まずは、教育問題についてお伺いをいたします。

初めに、少年非行についてであります。最近の少年非行は、戦後第４の波にあると言わ

れるほど深刻化しています。いわゆる街頭犯罪の増加であります。県内では、平成１３年、

１４年と連続して少年人口当たり非行率が全国ワーストワンとなっており、鳥取県警本部

生活安全部に３月１０日付で少年課を新設し、深刻化する少年非行防止のため少年の健全

な育成を図る体制を充実させています。市内の現況はどうなのでしょうか。先ほど出され

た「境港警察白書」によれば、非行少年等の検挙、補導状況は、平成１４年中は前年より

２２．１％減少となっていました。そして、検挙、補導された刑法犯少年を罪種別に見れ

ば、万引き、オートバイ盗、自転車盗と窃盗犯が依然として多く、学職別に見れば、中学

生、無職、有職、高校生の順となっています。市内の少年非行を総括的に私なりに分析す

れば、全国的に増加傾向のある中、地域ぐるみでの少年非行防止の取り組みの成果である

と、関係各位の御努力に対し敬意を表するものでございます。

私は、今ここで指摘をしておきたいのは、来春、竹内工業団地内にオープン予定の大型

スーパーセンターにおける万引き防止対策についてであります。一般的に万引き犯の学職

別は、３３％が高校生、２５％が主婦、２０％が無職、１１％が中学生、７％が会社員と

言われています。ちなみに進出企業の昨年の売り上げ４２０億円のうち、万引きと思われ

る被害金額は６億円とのことであります。市内の中・高校生が万引きの加害者とならない

ために、今から指導と対策が必要ではないでしょうか。とらないよう、またとらせないよ

う、本人、保護者の方はもちろん、地域、自治体、警察が店側と一緒になって考えてほし

いのであります。市長並びに教育長の御所信をお伺いいたします。

２点目は、青少年健全育成についてであります。

青少年健全育成活動に取り組む日本ＢＢＳ連盟や日立みらい財団などが主催する第３回

こども・みらい・サポート事業「妖怪“遊ＩＮＧ”ＩＮさかいみなと」が８月１日から３

日間、本市で開催されることが先般決定されました。心豊かな夢を持って伸び伸びと成長

してくれることを願い、子供たちの未来をサポートするために実施される事業で、実施主

体は５年前に発足した境港ＢＢＳ会です。境港ＢＢＳ会は、渡と外江地区で月１回寺子屋

教室を開き、遊びを通した地区小学生同士のつながりを図っており、その活動が注目され、

今回の全国的規模の事業となったのであります。とても境港ＢＢＳ会だけで実施されるも
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のではなく、保護司会等多くの関係機関の協力が必要とされます。市長は名誉実行委員長

でもあります。この事業が無事成功し、また一過性に終わらせないためにも本市はどう支

援し、協力していかれるのか、お伺いするものであります。これを機に全国にノーテレビ

デーくらい発信してもいいのではないでしょうか。また、青少年健全育成都市宣言を発表

されてはどうでしょうか。御所信をお伺いいたします。

３点目は、学校内禁煙についてであります。

たばこを吸わない人が他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の防止を義務づけた健康

増進法が５月１日から実施されました。罰則のない努力義務ですが、学校やスーパーなど

多数の人が集まる施設の管理者は、きちんとした分煙をしないと法律違反に問われる可能

性もありそうです。教育現場でも禁煙の動きが目立ってきています。建物内禁煙だけでは

なく、学校敷地内での全面禁煙を目指し、防煙対策を推進している市町村も出てきていま

す。まず、本市教育委員会の見解を伺っておきます。

一方、税収としてのたばこ税についても伺っておきます。７月１日からたばこが値上げ

されます。本市では、２億６，０００万円余の収入であります。健康増進法の施行とたば

こ税収について、市長の御所信をお伺いをいたします。

次に、観光問題３点についてお伺いをいたします。

初めに、水木しげる記念館についてであります。３月８日のオープン以来大好評で、予

定より早く５万人を突破しました。記念館だけではなく、水木しげるロードや商店街も活

気を増し、開館効果があらわれています。ことしのゴールデンウイークの人手は全国的に

は減少する中、この境港市だけは大奮闘でした。ＪＲ米子支社管内で見ても、ＪＲ利用者

は１５％減だったのですが、境港駅だけは１３％増だったのであります。まずは関係者の

皆様の労をねぎらっておきたいと思います。大好評の影に諸問題も見えてきたのではない

でしょうか。公共施設としては当たり前のことが民間の感覚でとらえられると、課題はは

っきりしたと思います。開館時間の繰り上げや延長、休館日の臨機応変の対応、駐車場問

題、駐車場の問い合わせの苦労等どう対応されたのでしょうか。入館者の８割が関西圏や

中国地方からの県外者で、家族連れが中心と言われており、まだまだこのブームは続くと

思います。これまでの総括とこれからの積極的な取り組み方を伺っておきます。また、こ

ういった観光施設の経済波及効果は、すそ野の広さを考えてみると、建設業界と同じで３

倍あると言われています。開館効果もあわせお伺いをいたします。

２点目は、美保関町や八束町との３市町の連携についてお伺いいたします。このことは、

境水道大橋の無料化と江島大橋の完成を控え、にわかにクローズアップされてきています。

昨年５月に発足した３市町での振興策研究会での取り組みをまず伺っておきます。さらに、

３市町での自治体バスの相互乗り入れを検討していただきたいのであります。あわせ市長

の御所信をお伺いいたします。

３点目は、オートキャンプ場についてであります。この件につきましては、平成１１年

９月議会でも取り上げて質問をしています。前回と同じことを言うつもりはありませんが、
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キャンプ場の案内書にも載っていない本市の一般キャンプ場ですが、５月の連休のときに

は大にぎわいでした。ますますアウトドアブームの広がりです。一般のキャンプ場はもち

ろんのこと、車での移動の容易なオートキャンプ場のニーズが強いのであります。その後

の境港管理組合との話し合いはどうなっているのでしょうか。オートキャンプ場専門誌で、

このほどオートキャンプ場選びに関するアンケート結果が載っていました。何を基準に選

んでいますかとのアンケートです。１位から紹介いたしますと、清潔さ、施設の充実度、

利用料金、自然環境、子供が遊べる環境がある、ロケーション、場内に温泉やふろがある、

アクセスのよさ、周辺に観光地やレジャー施設がある、サイトの広さの順番になっていま

した。本市は、公共マリーナを中心とした夢みなと公園、キャンプ場、海浜地を含めた総

合的な海洋レクリエーションの拠点として整備すべきと思い続けていますが、市長の御所

信をお伺いいたします。

次に、環境問題についてお伺いいたします。

６月は環境月間です。特に電磁波についてであります。パナウエーブ研究所を名乗る白

装束集団の動きが世間の注目を浴びました。正規の宗教団体でもなく、どちらかといえば

電磁波系環境団体と言われていました。子供の遊びならいざ知らず、大の大人が何十人も

の集団での行動は、連日ワイドショーのみならずニュースでも大きく取り上げられていま

した。電磁波とは何か、また彼らが言うところのスカラー波とは何かをきちんと整理して、

正しい知識と情報を提供しなければ、住民は右往左往するばかりであります。地域の消防

団を出動させての進入阻止とまでならざるを得ません。消防団もたまったものではありま

せん。今回は、福井県を中心に長野県、山梨県が注目を集めていましたが、その前には鳥

取県内にもしばらくの間とどまっていたとのことであります。

電磁波は大きく３つに分かれており、ガンマー線、エックス線という放射線、次に光の

仲間である紫外線、可視光線や赤外線、そして周波数の低いものが電波と言われています。

この中で放射線や紫外線については、がんや白血病などを引き起こすことから、その有害

性については以前から明らかになっています。しかし、新たな問題になってきつつあるの

が通信などに使われている電波についてであり、電波がもたらす健康障害が広がり、ノイ

ズがもたらす誤作動がとてつもない事故を引き起こし始めてきたからであります。市民の

間でも携帯電話を使っていると脳腫瘍になるとか、電子レンジの体への安全性はどうなの

か、電磁調理器を使いたいけど不安はないのか、高圧送電線の近くに住んでいるけど大丈

夫でしょうかとか、いろいろ質問されるのであります。本市の環境白書には、電磁波の３

文字は載っていませんが、数年前には高圧送電線の件も課題となっていました。特に高圧

送電線の真下にお住まいの黒見市長より正しい知識と情報をお伺いするものであります。

最後に、合併に関して発言をさせていただきます。

市民の間には、合併に関していろんな意見がございます。当然のことだと思います。私

は、まず合併することが１００点で、単独が０点、また逆に単独存続することが１００点

で、合併が０点という議論は避けたいとの認識であります。合併そのものを頭から否定す
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るつもりはありません。この愛する境港市も合併してできた自治体であります。今は単独

に至った手続論が問われているのではとの認識であります。議会は民意を反映する場であ

り、今回は何を理由に民意を把握したかと。端的に言えば、４月と７月に各地区において

実施された１４回にわたる住民説明会での質疑応答や、その場でのアンケート結果、また

８月に実施された市民３，０００人アンケートの結果を踏まえ、合併問題調査特別委員会

での１８回にわたる調査研究を踏まえ判断したものであります。３，０００人アンケート

の結果については、合併の是非のみならず、地区別、年齢別等、住民の動向を参考に重く

受けとめたのであります。

なぜ１２月議会での結論を急いだかでありますが、実は７月８日に米子市で開催された

鳥取県西部１４市町村の議会の合同協議会の場において、主催者の米子市側から、今回の

合併特例法には期限があり、盆までに各議会は意思を決定していただきたい、そうしない

と間に合わないし、いい合併ができませんと結論を迫られていたのであります。そのこと

は委員会でも報告をし、毎週１回の開催では間に合わない、別に小委員会を１０回と、委

員会を集中して開催したところであります。しかし、９月議会でも周辺町村からは一向に

具体案は提出されず、黒見市長の提案する米子市とだけではなく、２０万都市構想に名乗

りを上げる町村はありませんでした。我々議会としては、市長の呼びかけに対する返答が

出る前に議会の意向を示すことは信義にもとるとの判断から、具体的な枠組みが決まらな

いままでの結論を見送り、９月議会終了後に予定している１４市町村の首長会議の結果を

見守ることにしました。

市民の皆様には、それまでの経過を９月５日号の議会だより「合併特集号」を発行して、

詳しくお知らせをし、理解をお願いしたところであります。９月議会終了後に直ちにの予

定がおくれ、１１月１３日に開催された１４市町村首長会議では、なお具体的な案は提出

されませんでした。１２月議会に当たり市長は、冒頭の市政概要報告で周辺町村の動向や

市議会の意向を踏まえ早急に結論を出したいとされ、それに対して議会は、合併特例法の

期限が迫る中、総合的に熟慮に熟慮を重ね、現段階での合併は難しいと判断し、それなら

ば苦しくとも片山知事や黒見市長のもと、市民の皆さんと一緒になって、むしろ単独存続

で頑張ろうとの願いから単独存続を決議したのであります。そして、その説明責任を果た

そうとして予定していたやさきに、米子市とだけの合併に関する住民発議が起きたのであ

ります。

なお、１点だけ御理解を賜りたいのであります。話し合いの場である合併協議会には、

任意協議会と法定協議会があります。合併を結婚に例えるならば、任意協議会は見合いで

あり、法定協議会は結納であるとの認識であります。任意協議会は見合いであり、法定協

議会は結納であるとの認識であります。ですから、任意協議会ならいざ知らず、合併しよ

うとの市民合意を得られていない段階での法定協議会設置には賛成できなかったのであり

ます。２００５年３月までという余りにも少ない期間での境港市の行く末の結論を出すこ

とは避け、将来に向けテーマごとに住民によるまちづくり委員会を設け、合併も含め議論
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を深めることこそが今の境港市には大切なことではないでしょうか。今となっては、市民

の皆様に対し、議会との意思の疎通が欠けていたのではなかったかと反省する次第であり

ます。御心配や御迷惑をおかけすることになってしまいました。私は今の気持ちを率直に

述べ、御理解を賜りたいのであります。市長におかれましては、私の発言に対し間違って

いることは御指摘していただきたいと思いますし、御感想をお伺いしたいと思います。終

わります。ありがとうございました。

議長（下西淳史君） 市長の答弁を求めます。

黒見市長。

市長（黒見哲夫君） 水沢議員の御質問にお答えをいたします。

初めに、教育問題でありますが、私からお答えできることは私からお答えし、あとは教

育長にお願いいたしたいと思います。

初めに、水沢議員は、竹内に大型スーパーが出てくる、そういった点も踏まえて、今か

ら小・中学生あるいは高校生が万引きの加害者にならないような対策を考えるべきでない

かという御心配であります。境港市の平成１４年度の市内の少年による万引きの補導件数、

そして一昨年の状況も水沢議員が述べられました。大幅に減少しておることは事実であり

ます。万引きをした子供たちによく見られる傾向として、倫理観や忍耐力の欠如が上げら

れますし、家庭での愛情やしつけが不足している子供もあります。学校においては、善悪

の判断をつける指導とともに、道徳教育や自尊感情を高める指導も行っております。夏休

みなどの長期休業前には、小・中・高が一堂に会し、防犯について協議や情報を交換した

り、商店街を保護者を交えてパトロールしたりするなどして非行の未然防止に努めておら

れます。また、青少年育成市民会議の地区部会でも、非行防止に取り組まれております。

こういった問題は、こうすればこうなるというものでなくて、ふだんからの地道な運動が

最も大事であると考えております。将来展望も含めまして、これからの心配をなくすため

にも、これからも家庭、地域、関係機関と連携を図りながら防犯に努めてまいりたいと考

えております。

次に、本年８月に開催される「妖怪“遊ＩＮＧ”ＩＮさかいみなと」、これは余り聞い

たことがないんですが、境港で全国大会が開かれるという画期的なことが出てまいりまし

た。これについては私も非常に関心を持っておりまして、このＢＢＳというのも余り一般

の方にはなじみがないと思いますけれども、長い歴史を持った青少年健全育成のための組

織でもあります。このＢＢＳ会というのが以前あったんですけれども、途中で中断をいた

しまして、平成１０年に再発足をしたいという相談を受けた経緯があります。その後の活

動を注目しておりましたが、先ほど申し上げましたように、全国大会が境港で開かれると

いうところまで今大変御尽力をいただいております。大変うれしく思いました。早速実行

委員会が立ち上げられましたが、その実行委員会の名誉委員長ということで私にもお願い

がありまして、快くお引き受けいたしたところであります。実行委員のメンバーとしては、

市の方から人権政策課長を参加させ、具体的な相談に対応するとともに、開催当日には必
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要に応じて市職員にスタッフとして参加してもらおうと考えております。

なお、これに要する経費につきましては、日立みらい財団を初め日本ＢＢＳ連盟や鳥取

県更生保護団体など多くの関係団体の寄附金で賄われると聞いておりますので、市として

は人的な面での支援を中心とさせていただくこととなりました。本事業が成功しますよう

に市議会の皆様にも御支援、御協力を賜りますようお願い申し上げます。

なお、御提言のありましたノーテレビデー、青少年健全育成都市宣言につきましては、

貴重な御提言として承っておきます。

次に、校内禁煙の問題でございますが、校内に限らず、これから公共施設についてはこ

の問題が大きく取り上げられる、そういう時代となってまいりました。初めに、健康増進

法の施行とたばこ税収についてお尋ねになられましたが、当市における平成１３年度のた

ばこの売り渡し本数は、平成１４年度は前年に比べて５００万本減少し、おおよそ

９，５００万本が売り渡しをされております。たばこ税については、平成１４年度は２億

５，０００万円となっておりまして、前年度より１，０００万円の減収となっております。

健康増進法が施行されたことに伴い、今後喫煙場所が一層少なくなり、たばこ税はさらに

減収になると思われますが、今の税制の中でたばこ税というのは地方団体にとっても貴重

な大きな財源であるという認識はいたしております。

次に、観光問題でございますが、水木しげる館のことについてお触れになられました。

ゴールデンウイークを迎えるに当たり、地元商店街、商工会議所、観光協会などから御参

加をいただき、市の担当職員との意見交換会をする中で、開館時間等について意見をいた

だきました。その意見を参考に、ゴールデンウイークの期間は開館時間を１０時から９時

に早め、そして閉館時間を１７時から１８時にそれぞれ変更いたしまして、また期間中は

休みなく開館をいたしました。駐車場につきましては、境港市土地開発公社の境港駅前駐

車場のほか、駅前広場や境港管理組合用地なども開放させていただき、また主要道路には

案内看板を増設いたしました。観光客の皆様からの駐車場についての問い合わせは、記念

館は水木ロードと一体の施設ですと説明し、御理解をいただいたところであります。

水木しげる記念館のこれまでの総括、これからの積極的な取り組み方、また開館効果も

あわせてというお尋ねであります。５万人目の入館者を当初の予想より２カ月以上も早く

迎えることができ、また来館者の皆様の評価も大変高かったと報告を受け、順調な滑り出

しに喜んでおるところであります。今後の取り組みにつきましては、近隣の観光施設と連

携を図りながら、また旅行業者、マスコミ等に積極的に広告宣伝を行い、多くの皆様に御

来館いただけるように努力してまいりたいと考えております。開館効果につきましては、

現在、鳥取政策総合研究センターに調査を依頼いたしておりまして、今年度中にはその結

果がまとまることとなっております。

次に、観光問題で、美保関町、八束町との３市町での取り組みについて御質問なされま

したが、境港市、美保関町、八束町の実務者レベルで構成するこの研究会、これを３市町

振興策研究会と言っておりますが、この事務所は、境港市役所内におきまして昨年度は当
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該地域が連携し、共同で取り組むべき課題として観光振興を取り上げ、検討を進めており

ます。今年度は、これに加えてバスの相互乗り入れについても検討をいたしたいと考えて

おるところであります。

次に、観光問題で、オートキャンプ場を含む公共マリーナを中心とした夢みなと公園、

キャンプ場、海浜地など海洋レクリエーションの拠点として整備すべきとの御意見であり

ます。平成１１年に公共マリーナを中心とした夢みなと公園、キャンプ場、海浜地を含め

たエリアを総合的な海洋性レクリエーションの拠点として位置づけることが必要であると

の基本的な方向性のもと、この地域の管理の一本化などについて意見を交換し、境港管理

組合に提言いたしました。これによりまして、平成１２年４月から管理が一元化をされま

して、大変便利がよくなったという評判を聞いております。

オートキャンプ場につきましては、全国的に利用者数は統計によりますと減少傾向にあ

り、北条町のオートキャンプ場につきましては、当初大変期待されておりましたが、平成

７年に開設をされて、平成８年度にこの１年間で約７，４００人の利用があったと聞いて

おります。これが平成１４年度には４，５００人に、年々減少を続けておるということを

お聞きしておるところであります。公共マリーナを中心とした総合的な海洋レクリエーシ

ョン拠点整備につきましては、水沢議員と私も同じ思いを抱くものでありますが、管理人

の設置の問題等もございますし、管理組合としても今のところ計画がなされていない。そ

してまた厳しい財政状況のもと、新しくオートキャンプ場を設置するのは現時点では難し

いのでないかと考えております。御理解を賜りたいと思います。

なお、片山知事が、以前大山の山の家を廃止するような話があったときに、あれは残す

べきだと、そして境港の公共マリーナとやっぱり連携を図って青少年の健全育成を図ると

いうのがよいのでないかという御意見を述べられました。私はそれを受けて管理組合に対

しては、今の公共マリーナのマリーナ棟の内部の改善をすべきだということを申し上げた

経過があります。と同時に、それと並行して中浜港の整備の問題が出てきまして、子供た

ちにとって安全の面からいえば、向こうの方がかなり利用されるのでないかと。今その中

浜港の整備を優先させて、県立のボートの艇庫がありますが、あれも早速県が予算化をし

て整備に取り組まれることになっております。そういった状況も新たに出てきたことを申

し上げておきます。

最後に、合併の問題であります。水沢議員がおっしゃったことは、そのとおりであると

私も承知をいたしております。ただ、法定合併協議会の考え方については、私はこれまで

合併の是非を含めた協議をする場である。これは法的な解釈からも、そのように私は理解

をいたしております。単独存続を決めた考え方は、私も議会もそれぞれの立場でよくよく

考えての結論であったわけでございまして、今これを振り返ってどうのこうのということ

は私は余りよくない。一たん決めた以上は、その新しい方向に向かって今全力を尽くす、

そのことが何よりも大切であると思っております。

それから、環境問題で答弁漏れになっておりました。電磁波の問題でありますが、私た
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ちが日常生活を送っていく上で欠かすことができない各種の電気製品や、それを支えてい

る送電線から発生する電磁波が人体に与える影響につきましては、近年さまざまな研究が

進められておりまして、文部科学省のホームページなどでも研究結果が公開されておりま

す。実は８日の日本海新聞にも大きく取り上げられておりました。水沢議員がおっしゃる

ように、私の家のすぐそばに高圧線の鉄塔が立っております。私も、これ本当に重大な関

心を持たざるを得なくなったというのが今の率直の気持ちでございます。これまでのとこ

ろ送電線の近くで暮らしている私の生活環境を含めまして、日常の市民生活のレベルでは

特に問題はないものと伺っておりましたが、今後の調査研究の進展に大きな関心を持って

見守っていきたいと思います。ただ、テレビや電子レンジの近くに長時間とどまったり、

携帯電話を長い間使用することは、子供にとってはもちろん大人にとっても好ましくない

ものと考えております。以上でございます。

議長（下西淳史君） 教育長の答弁を求めます。

池淵教育長。

教育長（池淵一郎君） 教育現場での禁煙についてのお尋ねでございます。

健康増進法の第５章第２節に、施設を管理する者は、これらを利用する者について受動

喫煙を防止するために必要な措置を講ずるよう努めなければならないと記されております。

本市の小・中学校の現状と対策を申し上げますと、喫煙者は２８４名の職員中３８名で、

全体の約１３％を占めています。現在とっている対策は、１０校中、校舎内全面禁煙が３

校、場所を定めたり時間設定をするなどして分煙を行っている学校が７校あります。当面

は、現在の対策を徹底するよう指導していきたいと考えております。しかし、将来的には、

校舎内あるいは敷地内を全面禁煙にすることも選択肢の一つになるのではないかと考えて

おります。

議長（下西淳史君） 追及質問がございましたら、どうぞ。

水沢議員。

１１番（水沢健一君） 随時質問をさせていただきますが、初めに少年非行についてであ

ります。私は、万引き対策というのは、実は３月議会終了後にスーパーセンターが進出す

るということで、富山、金沢の方に視察に行ってまいりました。そして、富山県の滑川店

がある滑川市と市役所側と御相談、いろいろ意見交換の中で、進出計画が出てから３点に

わたって対策を講じてきたと。１つは地域経済の影響、ほぼ私はそのために行ったわけで

すが、そのほかに２つ、教育問題と交通対策問題、２つの対策を講じたと。どういうこと

かと思ったら、教育問題イコール万引きのことです。今先ほど本文でも出しましたように、

４２０億円のうちの６億円といいますと１．４％、これが今の来春計画しております境港

店では８０億円の売り上げ目標と言っております。その１．４％といいますと１億

１，２００万ほど。その中で中・高生はというと３３％と１１％、４４％が中・高生だと

言われておりますので、計算しますと大体５，０００万円。この５，０００万円が中・高

生がかかわってくるということになれば、それは地域性とか教育力いろいろ違うと思いま
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すが、大方間違いはないと思います。そういうことがもう事前にわかっておったら、当然

指導や対策を講ずるべきだと私は思っております。この辺やっぱりそういった地域と自治

体と警察と店側と一緒になって万引き防止、それは今度新しい進出企業だけではなく、既

存の店側も当然のことですが、交えてそういった対策協議会を設けるべきだというぐあい

に思っております。やはり警察白書によっても、安全で住みよい地域社会を実現するため

には、被害を事前に防ぐ活動が重要だとして、この活動を推進するに当たっては、地域と

自治体と警察が連携して一体となって活動していくと。地域と自治体と警察、私が言いた

いのは自治体のことですが、やはり防犯の日、毎月決まっております。少年を非行から守

る日も決まっております。この日をどう認識して、自治体としてどう活動してるのかちょ

っと伺っておきたいと思います、１点目。

２点目は、ＢＢＳの全国大会です。市長も名誉実行委員長になっておりますが、これが

３回目ということでして、１回、２回、北海道の富良野市、そして金沢市と、境が３回目

なんですが、やはり前の自治体はいろんな支援の仕方があって、金銭的にも結構支援して

きたと。境は、先ほどの市長の答弁にあるように、いろいろ財政問題があって金銭的には

支援ができないけど、ほかのことでやる。私は、それはそれでいいと思いますよ。これが

心の支援だと思います。その辺、心の支援でもう一度、もうちょっと深く支援してほしい

なというぐあいに思いますし、水木しげる館の件で１点、これはこの中で開館効果の件で

ありますが、触れてありませんでしたが、私は開館して周辺の売り上げが伸びたというこ

とを聞いております。１軒１軒あすこの店が何ぼ伸びた、そんなことを知るあれはないん

ですが、ただ、空き店舗利用というのもふえてきたということですが、ただ、その中で空

き店舗を利用したいんだけど貸してもらえんとか、なかなかその辺がうまくいかないとい

う話を伺っておりますが、その辺の空き店舗利用についての実態把握をどうされているの

か、伺っておきたいと思います。

やはり荒廃地対策も一緒でして、政府では、投げてる畑は自分がもう１回使うのか、人

に貸して使わせるのか、売るのか、３つから選びなさいと、そうしないと罰則設けますよ

という政府の基本方針が出されております。空き店舗もそれと似たような感じが出てくる

んじゃないかというぐあいに思っております。その点伺っておきたいと思います。以上で

す。

議長（下西淳史君） 市長の答弁を求めます。

黒見市長。

市長（黒見哲夫君） 万引きの問題、ほかの市の実態をお述べになられました。本当にこ

の数字を見れば大変な大きな問題であり、そして金の問題だけでなくて、教育の面での影

響というのが大変心配をされます。確かにこれから竹内にそういった大型スーパーが出て

くるともなれば、子供の目もそこへ向くでありましょう。それまでにこれまでにない新た

な取り組みができないものか、市としても教育委員会あるいは警察あるいは市内の諸団体

とできるだけ多くの意見を交換しながら、対策をとれるものは今からとっておくべきとい
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うふうに思います。

ＢＢＳの支援の問題、確かにおっしゃるとおりであります。金は出さなくてよかったか

らといって安心しておるわけではありません。金は出さないけれども、心の支えというか、

何分まだ境港の会員が少のうございます。なかなか手の足りない面もたくさんあると思い

ますので、今これも荒井課長が非常に意欲的に取り組んでおりますので、そういった面の

御支援、御協力を申し上げてまいりたいと思います。

あと水木館のことは、担当から答えていただきます。

議長（下西淳史君） 松本産業環境部長。

産業環境部長（松本健治君） 水木館の開館に伴いまして、周辺の既に営業をしておられ

ます商店等、非常に活気づいております。個々の店につきまして、売り上げが例えばどれ

だけ伸びたとか、そういった細かいことはよく承知はいたしておりませんが、相当の周辺

に効果をもたらしたようでございます。ただいまの御指摘いただきました空き店舗の件で

ございますが、これにつきましては、地元の商店街等が所有者の方といろいろ折衝といい

ますか、こういった業者が何軒も来とられるというようなことを所有者の方といろいろ連

絡を取り合っておられますが、現段階ではなかなか所有者の方からその同意がいただけな

いということでございます。基本的には、空き店舗の活用につきましては所有者の意向で

ございますが、ただ、市の方といたしましても、そういった地元の活性化につながる面か

ら、地元とともに所有者の方への折衝をいたしてまいりたいというふうに考えております。

議長（下西淳史君） ２分あります。

水沢議員。

１１番（水沢健一君） 一言だけ質問、若干ちょっと漏れた感じがありましたんで言っと

きますが、毎月１０日が防犯の日となっております。そして、毎月第３金曜日が少年を非

行から守る日と決まっております。その辺を認識して対応していただきたいものだと思い

ます。答弁要りません。ありがとうございました。

休 憩

議長（下西淳史君） ここで休憩いたします。再開は１時２０分といたします。

（１２時００分）

再 開 （１３時２０分）

議長（下西淳史君） 再開いたします。

午前中に引き続き各個質問を行います。

荒井秀行議員。

９番（荒井秀行君） みなとクラブの荒井秀行でございます。平成１５年６月議会に当た

りまして、竹内団地の活性化に対する取り組みと夕日ヶ丘団地のまちづくりについて質問

をさせていただきます。
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最近は、全国的に財政基盤の弱い自治体では、市町村合併特例債の期限、平成１７年３

月を目の前に、法定合併協議会の是非を問う住民運動が起きており、私たちのまち境港市

も例外ではありません。この運動を真摯に受けとめ、私は今後の地方自治のあり方、地方

自治の自立、高齢化社会への進行に対する福祉政策等を、市民の皆さんの意見を伺いなが

ら行政は決定していく必要があると強く感じております。前回も提案いたしましたが、ま

ちづくりの各種委員会の設置とその早急開催が急務であると思います。市当局は、行財政

改革とともに取り組まなければならないことは、夢と活力を与える政策の提案と実行であ

ると思います。そこで、ペンペン草の生える竹内団地の開発と同時に、完売が大変厳しい

夕日ヶ丘団地のまちづくりについて私見を交えながら活性化策を提案させていただき、市

長の所見をお伺いいたします。

最初に、竹内団地の活性化についてであります。

３カ月前の３月議会においては、緊縮財政と行財政改革、市民サービス等への利用負担

増、合併協議会の是非などについて論議がなされておりました。今の税収で推移したとし

て、何年基金がもつのか、どこまで続く耐乏財政。市民への税の負担の増加は限りなく続

き、出口の見えない経済復興、どこかに一休みできるところはないのか。厳しさを伝える

ための市当局の説明であったかと思いますが、非常に活性化策の提案が乏しかったと思い

ます。一方、行財政改革は、米子市よりも１年も２年以上も先に進んでいると感じており

ます。でも、住民の皆さんは、あすへの不安はあっても希望は持てなかったと思います。

市当局は、財務上の基盤を確立し、スタートしたわけですから、本来の仕事、市民の皆さ

んに安心して暮らせる住みよいまちづくりにも全力を挙げて取り組んでいかなければなり

ません。

先のことはわからないと言いますが、去年の１２月の委員会の中で竹内団地の荒れ地の

対策に対して、ペンペン草の生える竹内団地の売れ残り土地については、クローバーを企

業局に植えていただくという説明を受けたことを思い出しました。その後ことしの３月に

は、突然株式会社プラント（旧みった）の当地に対する出店表明がありました。現象面で

は突然のように見えますが、市長を初め担当者の県への働きかけ、日々の地道な企業誘致

活動があったと思います。その後、土地所有者である鳥取県との合意、境港商工会議所の

意見集約を経て、土地の正式契約も近いものと思います。一方、地元の中型店７店舗の出

店反対表明もあり、既存店、商店街への影響も懸念されているところでございます。

私ども、みなとクラブのメンバーも、水沢会長以下５名で３月の下旬にプラントの店舗

を視察してまいりました。視察内容といたしましては、プラント－３滑川店、富山県滑川

市、プラント－３津幡店、石川県津幡町と２店舗を視察してまいりました。両店とも小さ

なまちの郊外の田んぼに立地し、広大な駐車場を持っており、導入道路についてはある程

度しっかりしたものでありました。プラント－３とは、店舗の売り場面積を示しており、

３は３，０００坪スタイルという意味だそうです。今回計画の境港店ではプラント－５で

ございますから、５，０００坪スタイルということになります。
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滑川店については、市の商工水産課の方々と意見交換をいたしました。滑川市は、人口

３万４，０００人で、農耕が盛んな稲作地帯であるが、年々農業人口は減少しており、長

年工業誘致に努め、近年は付加価値の高い先端技術産業の誘致にも力を入れております。

昔は、商業の中心は駅前に位置していたが、近年は寂れ、近郊の都市、富山市、魚津市へ

流出していました。滑川にプラント－３ができて３年たっておりますので、出店によって

地域にどのような影響があったか、商工水産課の方に伺いました。

まず１点目、プラントは田んぼの中に出店し、その後周辺には書籍、ドラッグ、めがね、

酒などの専門店の出店があり、現在も専門店の出店計画があります。２点目、既存商店街

（ＪＲ駅前）に対する影響は、プラント出店後は一時売り上げは落ち込んだが、徐々に生

鮮品を扱う店などは売り上げは回復してきた。商業者の大半が自宅兼店舗の形態が多く、

大型店出店による影響は少なかった。一方、駅前商店街からは活性化に対する要望が起き

てきた。３点目、市民の反応としましては、村部、周辺部の住民は便利になった。４点目、

市の財政については、固定資産税で年間２，０００万円くらい増収となった。５点目、雇

用に関しては２８０人の雇用があった。

続きまして、津幡店について店長にお話をお伺いしました。規模は３，０００坪と滑川

と同じでございますが、大型店のホームセンター「コメリ」と家具の専門店が駐車場を挟

んで出店しており、郊外方のショッピングセンターゾーンを形成していました。客数につ

いてお伺いいたしました。平日レジ通過数は５，０００ぐらい、土曜日は８，５００、日

曜日は１万２，０００くらいだそうです。仮に日曜日の来店客数をレジ数掛ける１．５か

ら２といたしますと、平均来店客数は２万人近くになると思われます。

竹内団地において、団地入り込み数は日曜日において３万人程度になると推測されます。

境港においては、このお客さんを中心商店街へどのように誘導するかを考えることが重要

であると思います。１０年先の経済情勢がどのようになっているかはわかりません。今回

広大な土地が未利用であったことが株式会社プラントの出店候補地となったことを考えま

すと、今積極的に商業施設を集中し、団地の活性化を推進することが必要と考えます。今

度の企業誘致においては、竹本助役の地道な努力と、黒見市長さんのトップセールスと決

断のたまものだと思っております。

今回出店するプラント－５については、敷地希望面積７．９ヘクタール、建物面積２万

２，０００平米、売上高年間８０億円、新規雇用従業員３００から３５０人と聞いており

ます。ここで市長に質問させていただきます。

１点目、３月議会において市長は、地元市民優先雇用などを株式会社プラントに申し入

れしていると言っておられましたが、その申し入れ事項について内容をお示しください。

２点目、現在、大規模小売店舗立地法等の手続の進捗状況とプラント－５に納入希望す

る地元商業者のかかわり方及び地元住民の雇用に関する状況をお聞かせください。

３点目、土曜日、日曜日になりますと相当数の自動車が当団地に入ってくると予想され

ますが、交通渋滞に対する対策についてお伺いいたします。また、プラント－５に出店計
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画している地元商業者の状況についてお知らせください。

次に、この団地開発の境港市における位置づけについて提案をさせていただきます。県

の敷地ではありますが、今回対象となっている土地は約２０ヘクタール、約６万坪になり

ます。しっかりしたゾーニング、土地の利用計画が必要と考えます。この計画主体はだれ

なのでしょうか。この機会に境港市の資源である漁港、港湾、空港の活用と豊かな自然、

観光産業の再編、まちの活性化など、市の企画立案力を挙げて至急検討すべきであると考

えます。また、それに対する組織とシステムも必要だと思います。で、提案させていただ

きます。１点目、市内観光施設との連携、水木しげる記念館、海とくらしの史料館、竹内

団地、この３点にシャトルバス、市内循環バスなどを導入していただくようお願いしたい

と思います。２点目、プラント－５とその周辺に張りつく大型店の本社出向社員のための

社宅、住宅の用地または住宅提供を夕日ヶ丘団地で行う。３点目、団地内地元出店ゾーン、

５，０００坪と聞いておりますが、これについては全体計画の中で動線上ベスト立地を選

定していただきたい。４点目、団地内にレジャー施設の誘致と誘致可能な業態を検討して

いただきたい。５点目、竹内団地海岸線の釣り客拡大策として、釣り桟橋、釣り堀公園等

の設置を検討する。以上５点を提案いたします。市長の御所見をお伺いいたします。また、

団地の活性化策と企画立案する組織の設置についてもお伺いいたします。

続きまして、夕日ヶ丘団地のまちづくりについて提案いたします。

市の重要施策であります夕日ヶ丘区画整理事業は、今年度には補助事業を完成し、境港

市が誇るべき新しい都市としてその全貌が明らかになります。平成９年度着工してからの

市長を初め関係者の皆様に敬意を払うものであります。私は、この夕日ヶ丘団地に多くの

人が住み、生き生きとした都市生活が営まれることを期待、切望してやまない者の一人で

あります。平成１４年度にも、幾度となく団地分譲に関する議会質問をしてまいりました。

今回も質問と提案をさせていただきます。

昨今、厳しい経済・社会情勢や雇用情勢などを見れば、土地開発公社の所有地、保留地

を合わせ３００区画をはるかに超える土地をこの時期に処理することは、いかにノウハウ

を持った民間企業であってもなかなか売れるものでないと考えます。第５期以降分譲する

宅地は６ヘクタールぐらいになろうかと思います。宅地以外にも一部丸合との契約をいた

だいてますが、商業地域の残った区域、今後分譲すべき準工業地域、工業地域を合計する

と、恐らく１２ヘクタールになろうと思います。これらの状況を踏まえ、この分譲に当た

って確たる販売計画を立て、実践的、実行可能な戦略を立てる必要があります。

これまで市長の答弁では、市民の意見や専門家の意見を伺いながら、団地のまちづくり

計画を立て、一方では、庁内で全庁的な取り組みを行うとありましたが、ことしに入りそ

の第１弾として、販売強化のため専任の次長が配置され、現在２カ月経過したところであ

ります。４月、５月の時期は土地物件の動く時期でなかろうかと思うのでありますが、ど

のような感触になっているのか大変気になるところであります。

そこで、質問と私なりの提案をさせていただきます。
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まず、質問させていただきます。初めに、現在の分譲状況はどのようになっております

でしょうか。第３期までの分譲については、どのようでありましたでしょうか。また、第

４期分譲を開始し、４月、５月の反応はどのようなものであったでしょうか。

２点目、夕日ヶ丘団地を売り出すための魅力あるまちづくりに向けた検討会議、計画策

定及び団地に特色を持たせるための街区ブロック計画はどのようになりましたでしょうか。

３点目、販売体制の強化について今後どのように計画されておられますでしょうか。

４点目、商業ゾーンの契約済み企業、丸合出店に対する動きと残りの場所での新たな企

業誘致状況はどのようでございましょうか。

次に、販売促進に向けて提案をさせていただきます。１番目、団地のメーンテーマを再

度確認、決定し、まず公共施設を建設し、まちに魅力づけをすることで民間を誘致する。

２点目、経済情勢を勘案し、分譲方式を契約時、土地買い取りに多額の資金を必要とする

売買だけでなく、土地を賃貸する形の、契約時に多額な資金を必要としない、求めやすい

形での貸し付け等によることも視野に入れ、定期借地権方式の採用など弾力的販売方式を

導入する。３番目、いまだ造成されてない区域については、現行のおおむね１００坪単位

の宅地区画を、区画面積の規制緩和をし、造成も含め民間の手にゆだねる方式。４番目、

ＰＦＩを積極的に導入し、団地の核ともなる公営住宅など公共施設の建設を行う。５番目、

教育環境の整備を行う。

その他にも提案したいことは数多くありますが、いずれにしても、先行き不透明な経済

情勢の中、需要を掘り起こすためには、これまでの既定路線の中で販売していくことは限

界があると思います。既定の固定概念を払って弾力的に思考し、あらゆる角度からの情報

と知恵を集め、その中で取り組むべきであります。販売体制を充実し、必要な人員を確保

し、具体的、実行的計画を定め、その計画のとおり分譲が進められるよう期待するもので

あります。１，０００万円の商品を３００戸以上販売するわけですから、それなりの販売

戦略とその商品に対する付加価値をつけなければなりません。以上、今後、夕日ヶ丘団地

の販売体制について、また販売方法についてどのように取り組まれるのか、市長のお考え

をお伺いいたします。以上で終わります。

議長（下西淳史君） 市長の答弁を求めます。

黒見市長。

市長（黒見哲夫君） 荒井議員の御質問にお答えをいたします。

初めに、株式会社プラントへの申し入れ事項の内容についてでございますが、９項目申

し合わせ事項がございまして、これは境港商工会議所、鳥取県、境港市、そして株式会社

プラントの連名によりまして文書を交わしております。１つ目には地元企業優先ゾーンの

設置、２つ目に地元住民の優先雇用、３つ目がテナントの入店の地元企業優先、４つ目が

地元業者よりの優先仕入れ、５つ目が境港ＦＡＺへの協力、６つ目が地元行事への積極的

参加、７つ目が店舗内コミュニティースペースの確保、８つ目が店舗内での地元観光案内、

９つ目に交通渋滞を招かないよう交通誘導員の配置という内容であります。
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次に、大店立地法の手続状況、地元納入業者のかかわり方、地元雇用に関する状況であ

りますが、今、県とプラントは５月下旬より事前協議を開始し、県への正式な届け出は夏

ごろ、時期で言えば７月から８月にかけてということになろうかと思います。納入業者に

つきましては、現在、境港商工会議所を窓口にして調整されているところであります。ま

た、地元雇用につきましては、その時期や規模について今後社内で検討を深められると聞

いております。

次に、交通渋滞対策、周辺に出店計画してる地元商業者の状況でありますが、交通誘導

員の配置については、申し合わせ事項にも織り込んでおりますが、立地する周辺地域の生

活環境の保持を大きな目的とする大店立地法による届け出の手続がなされる中で、他にも

適正な対策が講じられることと考えております。また、周辺への地元からの出店計画につ

きましては、境港商工会議所が窓口となって調整がなされておるところであります。

次に、５つばかり御提案がございましたが、お答えをいたします。市内観光施設との連

携にシャトルバス、市内循環バスの運行を検討したらどうかと。これにつきましては、竹

内団地を経由する「はまるーぷバス」が既に運行しておりますが、バスの停留所の位置を

変更するなどで対応をいたしていきたいと考えております。

また、プラントの本社の出向社員の社宅の確保の問題であります。株式会社プラントの

他の店舗の状況も、ほとんどの社員が単身赴任であり、民間のアパートを借りているとの

ことであり、自社で社宅を建設する考えはないということでありました。

次に、団地内地元出店ゾーンの位置どりの選定についてでございますが、境港商工会議

所において出店者の調整がなされているところであり、出店者を交えて張りつけ等を含め

た最適なゾーンの選定を今後検討されることになっております。

次に、団地内にレジャー施設の誘致と誘致可能な業態の検討。いろいろありましょうが、

企業局があの竹内団地を分譲するに際しまして、分譲及び貸し付けの方針というのを定め

ております。風俗営業等の規制の適用を受ける業種、そして著しく周辺環境を損なうおそ

れのあるものについては対象としないこととなっております。例えばパチンコ店、ゲーム

センター、劇場、ホテル、学校、キャバレー等を方針の中に定めておられると聞いており

ます。

次に、団地内釣り客拡大策として、釣り桟橋、釣り堀公園の設置を検討したらどうかと

いう御意見でありますが、現在、竹内団地南側にあります釣り桟橋は、できましてから今

６年になりますけれども、利用状況から見まして増設することは困難であろうと考えてお

ります。

最後に、団地の活性化策と企画立案する組織の設置について御提言なされましたが、活

性化策の基本は、引き続き企業誘致に努めることであると認識しております。その上で、

ただいまいただきましたようなさまざまな御提言も参考にさせていただきながら、活性化

に取り組んでまいりたいと思います。

なお、組織につきましては、既に境港竹内工業団地企業誘致推進会議というのが鳥取県、

－２９－



鳥取県企業局、境港商工会議所、境港市議会、境港市で組織をされております。その中で、

企業誘致に伴う総合対策、具体的企業立地に係る各種調整、企業情報の収集及び情報の提

供、企業の誘致折衝、立地企業の選定、企業誘致推進に必要な事項等、検討をすることと

いたしておりますので、この組織機能を最大限に生かしてまいりたいと考えております。

次に、夕日ヶ丘団地のまちづくりについてでございますが、初めに分譲の状況でござい

ます。現在の分譲状況につきましては、予定分譲区画数３６０区画のうち、第３期までに

１５５区画の分譲を開始し、１４４区画を契約いたしました。第４期分譲を含めますと

１７７区画の分譲を開始し、１４９区画の契約となっております。４月から休日、祝日も

事務所を開設いたしましたところ、４５人の方がお見えになり、５件の契約と２件の分譲

申し込みがありました。休日、祝日の職員配置は効果があると考えられますので、今後も

引き続きこの勤務体制を実施していきたいと考えております。

次に、夕日ヶ丘団地を売り出すための魅力あるまちづくりに向けた検討会議、計画策定

及び団地に特色を持たせるための街区ブロック計画はどのようになっておるかというお尋

ねであります。夕日ヶ丘のまちづくりは、緑あふれる健康志向のまちを目指して整備して

まいりましたが、今後の販売を促進するためには、いかに魅力あるまちとするかがポイン

トであると考えております。そのため幅広い分野の職員によるまちづくり検討会を立ち上

げ、いかに魅力を持たせるか検討をさせることといたしております。街区ブロック計画で

すが、県営住宅のある区画について見ますと、建物と植栽が一体的にデザインされ、調和

のとれたコミュニティーの芽生えやすい町並みになっておると考えております。荒井議員

の御提案の御趣旨もこのようなことも一つではないかと思いますが、私も魅力づくりの一

つとして今後検討すべきものと考えます。

次に、販売体制の強化について、今後どのような計画を持っておるかということでござ

いますが、まずお客様の利便を図る上で、休日、祝日に事務所を開くことは大切なことで

あり、今後もこの体制をとりたいと思います。また２つ目には、６名の専門家から成る夕

日ヶ丘分譲販売アドバイザー会議を設け、専門家の方から販売の助言及び情報の提供をい

ただくこととしております。３つ目には、庁内の各課でそれぞれが所管します公共施設等

を配置できないか検討するための夕日ヶ丘土地利用計画検討会を先月下旬に立ち上げたと

ころであります。

次に、商業ゾーンで契約済みの丸合出店のその後の動向でございますが、丸合につきま

しては、先日も総務部長が出店要請に訪問いたしましたが、現在の景気が不透明な時期で

あり、今の状況では出店は難しく、また昨年１０月からは会社の方針として新築店舗より

既存店舗の改修に力を入れているとのことでありました。現時点では出店が難しい状況、

厳しい状況との感触を得ておるところであります。また、新たな企業の出店の動きも現時

点ではございませんが、商業地の販売に当たっても新たな販売戦略で臨まなければならな

いと認識をいたしております。これまでにも荒井議員にはさまざまな御提言をいただいて

おります。今回も何点か御提案もいただいておりまして、感謝をいたしておるところでご
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ざいます。御提案の事項につきましては既に検討を始めておるということを申し上げて、

答弁を終わりたいと思います。

なお、提言のありましたことにつきましてお答えをいたしたいと思いますが、公共施設

の建設についてとまちに魅力づけすることで民間を誘致すると。テーマは「太陽と海が出

逢う街境港健康シティ夕日ヶ丘」ということで今進めておりますが、公共施設等を配置で

きないか、先ほど申し上げましたように、既に検討委員会を立ち上げて検討を進めておる

ところであります。分譲方式を売買だけでなく、賃借する定期借地権方式を導入すること

についてはどうかということでありますが、定期借地権方式の事業手法も検討をいたして

おります。区画面積の制限緩和、民間の手に任せる方法という御提案でございましたが、

街区ブロックの中で区画面積の制限緩和も含め、住宅、公園など一体的に民間で行うこと

も考えております。

次に、ＰＦＩによる公営住宅等公共施設の建設についてでございますが、団地内の公共

施設を民間の資金、経営能力、技術能力を活用して行うＰＦＩ事業を土地利用計画検討会

で検討しておるところであります。

次に、教育環境の整備でありますが、小学校校区につきましては、現時点では校区選択

制を導入して対応する。そして、通学用のスクールバスとして「はまるーぷバス」を通学

時間帯に活用するということをやっております。以上でございます。

議長（下西淳史君） 追及質問がございましたら、どうぞ。

荒井秀行議員。

９番（荒井秀行君） 先ほどはどうも提案までお答えいただきましてありがとうございま

す。ちょっと竹内団地の活性化に対する取り組みについて、もう少し事務的にとか、細か

いことを何点か申し上げますんで、お答え願いたいなと思います。

プラント出店に伴う取り組み概要は大体わかりましたが、それでは、具体的に７点ほど

質問させていただきます。確認させていただきますんで、お願いいたします。１点目、地

元商業者との調整は終了いたしましたか。２点目、土地所有者、鳥取県との正式な賃貸契

約の時期は、先ほど７月、８月と言われておりましたけども、その辺の時期はそれでよい

のか。３点目、店舗の建設着工時期と開店時期。４点目、新店開店に伴う従業員採用試験

の時期。５点目、テナント業種と現在申し込みテナントの状況。６点目、店舗内に設置予

定されている公共施設の概要。７点目、地元納入業者の説明会の時期。以上７点報告をい

ただきたいと思います。

続きまして数点質問をさせていただきます。１点目、プラント出店による排水量がふえ

ると思いますけど、その汚水排水予測と団地における下水道処理能力については十分であ

りますか。プラント周辺に出店表明または希望している業者名、地元でなしに大手企業さ

んでどういうのがほかに出店希望をプラント以外になされているか。３点目、地元出店ゾ

ーンへの入店希望と業種の状況。４点目、ここに出店する地元業者は誘致企業として取り

扱われるものなのか、またその支援策はどのようなものがありますか。５点目、プラント

－３１－



出店による経済効果と市税増収試算について。以上５点お聞きしたいと思います。直接交

渉をいただいております竹本助役の方からお答えをお願いしたいと思います。

議長（下西淳史君） 竹本助役。

助役（竹本智海君） お答えさせていただきます。

地元商業者との調整でございますけれども、大規模小売店舗立地法によりますと、立地

する周辺の地域の生活環境、これが対象になっておりまして、商業上の調整は対象となっ

ておりません。

それから、賃借契約の時期でございますが、５月の１６日付で覚書を交換いたしました。

それで、正式契約は７月１日の予定になっております。

それから、店舗の建設着工時期でございますけれども、建設着工時期はまだ未定でござ

いまして、開店は平成１６年の５月ということで考えていらっしゃるようでございます。

それから、新店舗開店に伴う従業員の採用試験ですけれども、これは今後本社で検討し

ますということでございます。

それから、テナントの業種と現在申し込みテナントの状況ですが、プラントは原則とし

てテナントは入れないということでございます。ただ、クリーニングとそば、うどん店、

それからマクドナルド、これはテナントとして入れるということで、地元の方３社が申し

込みをしていらっしゃいます。

それから、店舗内に設置予定されている公共施設でございますが、これは市民のための

コミュニティースペースをつくるという計画をしておられます。今後の詳細設計により明

らかになるものと思います。

それから、地元納入業者の説明会でございますけれども、商工会議所を窓口といたしま

して調整される予定でございまして、現在２社が希望をしていらっしゃいます。

それから、プラントの下水道の処理能力でございますが、プラント－３、これは福井の

プラント－３、３，０００坪の店舗ですが、これを基準に推定いたしましたところ、一般

家庭１２０世帯分ぐらいの下水が出るということでございます。水質はＢＯＤ、ＳＳとも

３００ミリグラムリットルの範囲内ですので、受け入れは可能です。それから、水量です

けれども、１日当たり１００立方メートルの予定でございまして、本市の平均受け入れ可

能量は５，０００立方メートルでございまして、５月の実績は４，４００立方メートルで

すから、あと１００立方メートルふえても受け入れは可能でございます。

それから、プラントの周辺に出店表明または希望している業者名ですが、これは会社名

はまだはっきりあれなんですが、３社ほどございます。

それから、今度は地元出店ゾーンへの入店希望者でございますが、現在５社希望してお

られまして、飲食とか物販、こういうような方が希望していらっしゃいます。

それから、ここに出店する地元業者は誘致企業として扱うかどうかということなんです

けれども、県の企業立地促進補助金によりますと、対象業種は製造業、運送業、トラック

ターミナル業などでありまして、商業、いわゆる物販とか小売は対象となっておりません。
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それから、プラント出店による経済効果と市税増収試算でございますけれども、まず出

店による経済効果といたしましては、雇用の拡大を図られるということ、地元から正社員

が４０人とパート３００人雇用していただくことになっております。また、周辺の土地に

大きな大型店もできるということで、荒井議員が先ほどおっしゃいましたように、１日平

均２万人のお客さんが来るということは、境港市にとって非常に活性化が図られるものと

思っております。それから、固定資産税、法人市民税合わせまして約５，０００万円納め

ていただくということになっております。以上でございます。

議長（下西淳史君） 追及質問がございましたら、どうぞ。

荒井秀行議員。

９番（荒井秀行君） 先ほどの竹内団地の活性化の中で、もう１点ちょっと聞き忘れてお

りまして、ここの竹内団地の位置づけでございますけども、境港の大きな資源と言われる

漁港、港湾、空港の活用が必要だと思うわけでありますけども、ただ、港湾があったり空

港があったというだけのことでは、境港にとって何も意味がないことでございまして、要

は言いたいのは、境港の何を、資源をどう活用するかということでございまして、この間

もちょっと漁協の組合長さんとも話ししておったんですけども、漁港があって、その漁港

をいかに活用してくるかということをやはり県とか国とか、すべてのものを含めて、それ

でそこに生活しておられる方が豊かになることを、港湾をきれいにしたりしましても、今

見てますと、海ですと国土交通省であったり、海岸は管理組合で、利用してるのは一部の

大手企業で、境港には港があるだけということのような感じがいたしますもんで、そこの

あたり漁協の皆さんとか、そこの市場におられる方とか、それをいかに、今ある施設をい

かに有効に使うかということを県とか国とか、そういうものに任せるんじゃなしに、実際

生活をしておられる方と一緒にやっぱり市が県と国との間に入ってまちづくり計画なんか

もしていただきたいなと考えております。

それと、現在第１０次境港港湾計画というのが市報にも出ておりましたけど、そこらあ

たりも県とか国の意見じゃなしに、地元の実際生活しておられる方の意見を集約して、そ

れでやっぱり向こう１０カ年の中に何百億というお金がそこに投じられるわけですから、

効率的にそれがはね返ってくるように、私らの市にとって、境港にとって、そこに生活さ

れる人にとって有利というか、ためになるような投資になるようなことを提案していただ

きたいし、考えていただきたいというぐあいに思います。

議長（下西淳史君） 要望でいいですか。

９番（荒井秀行君） 何かそれについて検討されておられましたら、ちょっとお答え願い

たいと思いますが。

議長（下西淳史君） 竹本助役。

助役（竹本智海君） 具体的にどうこういうまだはっきりした計画はないんですけれども、

漁港の活用につきましては、プラントの進出に伴いまして地元の品物を優先的に仕入れて

いただくよう申し入れしておりますし、また港湾につきましては、先ほども市長が申し上
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げました申し入れ事項にも、境港ＦＡＺに協力してもらうということで、販売する輸入品

につきましては境港に揚げてもらって、保管は境港の倉庫を活用してもらうよう申し入れ

してるところでございます。以上でございます。

議長（下西淳史君） 次に、長谷正信議員。

８番（長谷正信君） 私は、６月定例市議会に当たり、市政一般について黒見市長の所信

をお伺いいたします。

最初に、黒見市長の政治姿勢についてであります。

黒見市長は、誠心誠意、真摯に職務を務めており、大方の市民は評価しております。特

に報酬の２０％カットは称賛されております。しかし、単独存続を決断したころから、市

長にはやる気や闘志が見られず、投げやり的な姿勢が感じられると言います。ここで、倉

吉市長のように退職金の辞退でも表明されたら市民も納得されるでしょう。単独存続を決

断した岩美・智頭町長には、明確な思想、とりわけ気迫が充満していると聞きます。単な

る支出のカット、行財政改革も大切ではありますが、収入を図ることもより重要でありま

す。観光事業の振興、企業誘致、新規産業の創設、雇用の創造であります。当市の現状は、

支出カットだけで収入増対策は全く他人任せであり、責任の所在も見られないのでありま

す。

温水プールの料金を値上げしても、八束町のそれは３００円であり、またシャワーもか

ぎもかからず、汚いとの評判で、減収になると予想されております。体育館等の清掃も職

員がするようになったが、掃除道具もなく、各自家から持ってきてやってると伺います。

さらに、特区構想も申請しておらず、何をしてるのか明らかではありません。単独であろ

うと合併しようと関係なく、当市市民の生活を守るため死に物狂いの努力が求められてる

のであります。市役所内が張り裂けるほどの熱気で充満していなければならないのに、沈

滞ムードが漂っているのであります。指導者である黒見市長の責任であります。ただ会議

に出席し、来客に対応するだけでは責任を果たせないのであります。右肩上がりの時代は

それでよかったのでありますが、これからはリーダー自身がアイデアを出し、企画し、職

員に範を示し、生き残っていかなければなりません。

重度心身障害者の移送も、予算がないのでできない。米子から福祉タクシーを呼び、済

生会病院に往復すると待機時間も含めて８，０００円かかり、透析で月１０回通院する方

はさらに大変であります。通院、買い物に施設車両は使用できないのでタクシーを利用し

ておりますが、車いすの方は利用できません。米子の医大へタクシーで通院すると、本人

負担は３，０００円、介護保険から１，０００円補助があるといいます。ボランティアが

移送すると、介護保険も福祉タクシー券も使わないので負担はないのであります。福祉タ

クシー券は介護保険の前の施策であり、廃止すべきものであります。タクシー業界の補助

なら再検討すべきであり、もっと困窮した方に活用すべきであります。

移送問題一つとっても、車両運送業でなければ介護保険適用にならないとか、介護にヘ

ルパーをつけても指定訪問介護事業者でなければ保険請求はできないという法の不整備も
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痛感するのであります。その溝を埋め、市民の福祉増進をすることが市町村の責務であり

ます。金の問題ではなく、姿勢の問題であります。問題解決の気迫がなくなれば、その時

点でみずから出処進退を決断すべきであります。３選までは立派な市長さんであったのに、

このごろは晩節を汚さずに引退したらとささやかれております。名誉のために辞するか、

命がけで当市の発展の礎になるかであります。黒見市長の真意をお伺いいたします。

次に、職員の意識改革についてであります。

市民の幸せは、職員のやる気、想像力、忍耐力で支えられた政策の実効性であります。

いかに頭脳明晰でも、市民を幸せにしようという熱意がなければ、ただの勤め人でありま

す。全国のだれが支払った税金か不明のお金で雇われているので、国民全体の奉仕者なの

であります。そのために、誠実に粉骨砕身で職務を遂行する責任があるのであります。こ

こが企業や団体で働く勤め人と異なるところであります。したがって、そのリーダーも選

挙で選ばれた者が務めてるのであります。そのことをしっかり理解しておくことが基本で

あり、その上で法令に準拠して公正公平に事務を行うことであります。原点は、市民の幸

せの実現に公務員である自身が何をなすべきであるか、自問自答することが大切でありま

す。つまり市長や議員から命ぜられたからやるのではなく、自分自身が主体的に任された

領域の中で市民の幸せの実現の政策立案力を常時磨いておくことが肝要であります。トッ

プダウンだけでなく、積極的に政策提言を行い、上下の意思疎通を行っておくことが大切

であります。そのためには、ふだんから市民の中に溶け込んで、何が必要で何が問題かを

自問自答しておかなければなりません。よく言う問題意識の持続であります。今一番大切

なことは、雇用の創出であります。新産業の起業であり、企業誘致であります。経済が元

気になり、働く人がふえ、人口がふえれば、住宅も必要になります。

志木市では、地方分権特区で職員の勤務時間の撤廃、臨時職員の期間延長等で行財政改

革を進めております。勤務も週１日から５日制までとし、１日勤め、残りの４日は自分の

会社の仕事をする。週４日出勤し、１日は奥さんの店を手伝う等であります。職員にとっ

て別な才能を生かすこともできるし、家族のこともできますし、人生それぞれであります。

それで浮いたお金でエキスパートを３年とか５年雇って専門的仕事を任せたり、臨時職員

の数をふやして雇用の増大を図っていると伺います。どうしたら職員にとっても市民にと

ってもよりよいものは何かを考えるよい機会であります。これからの時代は固定概念にと

らわれず、不連続線の上で発想しなければやっていけないと認識すべきであり、雇用創出

のため市長も議員も起業家になるか、一人で一つでも企業誘致するか、職員も一人一人が

ＮＰＯをつくって地域で貢献することであります。幾ら机にかじりついて仕事をしても結

果が出なければ、ただの人であります。結果・実績主義を重んじ、５段階評価の県方式を

採用し、職員のためになる意識改革を強力に推進すべきであります。黒見市長の所信をお

伺いいたします。

次に、特区申請の取り組みについてであります。

小泉内閣の目玉、特区構想は成果を出しつつあります。特区申請には、市町村から県を
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通じて申請する分と個人、企業などが直接内閣府へ提案する方法があり、今月末が提案期

限であります。当市としても、たくさんあると思います。農業公社の抱える問題も、特区

で大方解決できるし、輸出入の関税法の撤廃でも活性化できる事業があります。例えば竹

内団地を物品の販売、飲食とそれに付随する加工品の製造販売で、関税法や出入国管理法

や旅券法の適用除外にすれば、竹内団地内で外国製品の販売、外国の食堂の立地、その食

料品の製造販売、宿泊施設等の立地、外国人の長期滞在でのマンションの活用、雇用の創

出などが図られ、多数の国内人が買い物や観光に訪れ、当地域も活性化するものと考えま

す。特区でも何でも活用して行動することが今求められているのであります。

私自身は、全国規制改革要望でＮＰＯ法人の移送に関する運送事業者資格規制の撤廃、

法人格のない地区社会福祉協議会でも、地区内に限り在宅福祉がヘルパーのみでも介護保

険事業者に認定されるよう規制を撤廃されるよう提案することにしております。ほかにも

考えておりますが、市も当市の生き残りをかけて申請すべきであります。これも職員のや

る気の喚起になり、一日でも早く給与をもとに戻すべきであります。黒見市長の所信をお

伺いいたします。

次に、合併問題であります。

法定合併協議会設置の署名運動は、合併が目的のように言われておりますが、合併に至

る手続の問題の議論を通じ、当市の姿をじっくりと検証し、その上で今後のまちづくりを

どうすべきかを市民が他人任せではなく、自分自身のこととして真剣に考えようというも

のであり、市長が、議員がどうのと批判誹謗したりするものではありません。署名したも

のを白眼視したり、しなかった者をかたき呼ばわりするのではなく、当市の将来をそれぞ

れの立場で真剣に議論することが当市の存廃の必須の条件であったはずであります。した

がって、敵、味方ではなく冷静に具体的にまじめに事実を直視して議論し、いささかも先

入観や感情論を排して、客観的に進める必要があります。ややもすればマスコミの報道を

うのみにしたり、うわさを信じたりせず、自分自身の言葉で語り、自分の耳で聞き、正確

に理解すべきであります。その結果がどのようになろうと、新生境港にはよい栄養になっ

て、将来大輪の花になり、子孫から尊敬されると確信しております。そのためには、あら

探しではなく、逃げずにまちづくり将来ビジョンを議論すべきであろうと考えます。ただ、

選良だけは責任を明確にする必要があります。

沼津市民の多くが新幹線の停車を望み、運輸省もその予定であったが、百貨店などの経

営者が東京に客を奪われるとの反対で、政治家も賛同し、三島駅に「ひかり」がとまり、

現在は人口も減り、反対に三島市が発展してると伺います。当時の政治家は、引退したり

亡くなったりして責任をとっていないのであります。結果責任は次の世代がとるのであり

ます。何事も市民参加で決定することこそ正しいと言うべきであります。今後いやしくも

妨害したり非協力であったりしてはならないのであり、もしそのような事実が判明した場

合は、市民に公表し、たとえ職員であっても職を辞していただかなければならないと思い

ます。黒見市長の所信をお伺いいたします。
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次に、米子空港の滑走路延長問題についてであります。

滑走路延長に伴う問題として、ＪＲ境線の地下化から迂回案が浮上して、計画の一部見

直しが必要になり、その実現性についても黄信号が点滅しております。延長問題は西部地

区の経済の活性化には必須の条件であり、是が非でも実現しなければならない命題であり

ます。地下化は後年度負担が問題であり、地下部分を空港ビルに所有させ、ＪＲに無償貸

与し、その財源は乗客１人から２００円出していただいて処理できないものか。延長部分

の先端を平面迂回しても、全く支障がないのであります。なぜならば、滑走路は米川を中

心に東西に勾配があり、現在の線路部分での高低差が３メートル近くあるので、滑走路の

東部分を２メートルかさ上げすれば問題がないのであります。航空管制上と操縦の問題点

だけを処理すれば、当初費用がかかっても後年度負担やＪＲ線の曲線にも関係がなく、か

つ民間の土地にもかからず、騒音問題にも影響がありません。２０年度の完成に向け、メ

ンツも捨てて臨むべきであります。

２，０００メートルのときは８年かかり、運輸省も断念するとの情報で、我々有志は８

万７，０００名の署名を集め、鳥取・島根両県を初め運輸省へ陳情して実現したものであ

ります。境港で協力していただいたのは、共和水産、大海水産、ニッセイ、朝日生命、第

一生命、村田武郎氏の清掃センターなどの一部で、２００人もいなかったのであります。

故安田市長の締めつけがいかに厳しかったかであります。国には、米子空港のアレルギー

が残っており、もし今年度まとめられなければ中止になる危険性があります。地元説得に

は覚悟してかかるべきであります。東京便の５便化とナイトステイを歓迎するものの、国

際便の不況化から実現したものであり、この維持に最善の努力をすべきであります。しか

しながら、ソウル便の５月の乗客率は４５％であり、６月も６０％以下の予測で、７月は

４０％を切るとも言われております。まさに廃止の危機的状況であり、当市としても具体

的な支援策を出すべきであります。新型肺炎に起因するといって放置できない問題であり

ます。市議会としても、自費参加で視察をすべきではないかと思っております。黒見市長

の所信をお伺いします。

次に、太陽光・風力発電の普及策についてであります。

太陽光・風力発電の普及を図るため、学校、公民館などの公共施設へ導入するとともに、

市民の住宅にも補助制度を検討すべきであります。県下では名和町が始めており、県も市

町村が出せば同額を補助するとのことであります。島根県の約半分の市町村が実施し、検

討を始めてると伺います。防衛庁も財ノ木町の住宅防音にも設置を検討しており、当市と

しても防音工事をした公共施設にも設置方を要請すべきであります。また、県と歩調を合

わせて個人住宅への導入促進のため、補助制度を取り入れ、環境立市の宣言をすべきであ

ると考えます。さらに、企業関係にも何らかの働きかけを行うべきであります。火災を１

件でも少なくできれば、それだけで投資効果があります。１軒当たり２４０万円であり、

国の財団から約４０万、市、県で同額、個人負担は約１６０万になります。１，０００軒

で２４億円の経済効果があります。黒見市長の所信をお伺いいたします。
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最後に、児童クラブの指導内容についてであります。

現状は誠道小学校１校でありますが、３４人の大盛況であります。３０人学級どころか、

学年混在の複式学級であり、子供たちも指導者も大変であります。運営方式も、低学年と

高学年に分けるとか、指導者もふやしたり、男性も加えたらと考えております。ただ、親

が迎えに来るまでの預かり所ではなく、勉強やしつけや多様な生活体験もあわせて指導す

べきであります。一部屋でテレビを見たり、お話をしたり、寝そべったりしておりますが、

それだけでよいのかと疑問に思うのであります。部屋も多くするとか、教師予備軍の支援

要請をするとか、英会話、自然・芸術のビデオを整え見せるとか、名作の童話を読み聞か

せるとかの工夫をして、立派な大人に成長するように方向づけする必要があると思います。

池淵教育長のあるべき姿の夢をお伺いして、私の質問を終わります。

議長（下西淳史君） 市長の答弁を求めます。

黒見市長。

市長（黒見哲夫君） 長谷議員の御質問にお答えをいたします。

初めに、私の政治姿勢の問題であります。長谷議員は毎回私の政治姿勢を問われており

ますが、政治姿勢がそう変わるものではないということは十分御承知のことかと思います。

私は選挙のたびに公約として、市政の進め方については市民の意向をお聞きして、そして

市議会の意思を尊重するというのを政治姿勢の進め方の基本に掲げて申し上げておるとこ

ろでございます。そのことが御不満の市民も多数いらっしゃるということは聞いておりま

す。ただいま長谷議員がおっしゃるように、もうちょっと気迫を持って取り組めというお

しかりの言葉は、その一つのあらわれでないかと。市民の批判は十分承知いたしておりま

す。私の政治姿勢、これは私の性格からにもよりますが、これからも粘り強く、誠心誠意

取り組ませていただきたいと考えておりますので、今後とも御指導のほどよろしくお願い

いたします。

次に、職員の意識改革、結果・実績主義を重んじて職員の意識改革を強力に推進すべき、

最近では、民間の企業が特にこのことを強調されて会社の改革に取り組んでおられる。そ

のことは新聞報道等でなされておるところであります。公務員といえども、長谷議員のお

っしゃるとおりであると私は考えます。管理職員には、日ごろから所属職員の勤務状況等

について十分把握に努めるよう指導を行ってきたところでございます。国の公務員制度改

革、鳥取県の勤務評定制度等の動向を見きわめつつ、現在検討を行っている人材育成基本

方針を策定するに当たり、公正で納得性の高い人事評価システムの構築に努めてまいりた

いと考えております。

次に、構造改革特別区域のことでございますが、特区の申請を何でもとにかくやれるも

のは申請すべきだという御意見でありましたが、地方公共団体や民間企業などからの提案

を受けて、地域の特性を生かしながら、さまざまな規制をその地域の中で緩和、撤廃する

ものでありますが、あらゆるものに適用されるものではなく、あくまでも地域の活性化に

つながるほか、成功事例が全国に広がることで全国的な構造改革に結びつくと期待されて
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いる制度でございます。

鳥取県におきましても、昨年境港を中心とする環日本海交流特区を含む４つの分野にお

いて申請をされましたが、いずれも認められなかったと聞いております。これですべて終

わったわけでありませんが、構造改革特別区域の基本理念は、地域活性化を促進する上で

有効なものであり、各省庁のより前向きな取り組みが必要であろうと考えており、長谷議

員の御提言も十分踏まえて、今後とも国の動向等に注目していきたいと考えております。

先ほど申し上げました環日本海交流特区というのは、ＣＩＱ業務の県への権限移譲によ

る通関検疫の２４時間、３６０日化や港湾運送事業の需給調整規制の撤廃等により、貿易

を促進して地域の活性化を図るものというものであります。そのほか３つばかりあります

が、特に私どもも期待しておりました、ただいま申し上げました事業でさえも、国の方で

は今の状況下で認めるわけにならないということで却下をされたわけであります。これは

粘り強く今後も続けていく必要があると思いますが、国の方でも今１００件を超える許可

をいたしております。全国でありますから、それくらいはあると思いますけれども、今の

国の考え方がよりまた緩和されるという期待も持っておりますので、今後十分検討をすべ

き内容であると思っております。

次に、合併問題であります。長谷議員は、何事も市民参加の中で決定することこそ正し

いんだという御意見であります。もっともなことであります。私は、事合併問題に関して

は、市民が参画できる中で、市民主体の取り組みというのを理想にして今まで取り組んで

まいったつもりであります。合併問題というのは、合併特例法で市民の参画もできる制度

でありますし、また合併の是非、最後の段階では市議会の議決という大きなハードルがあ

ります。そういう意味では、市議会の役割、責任、これは私は大変重く、大きいものがあ

ると思っております。そのような中で、今日に至っておりますが、長谷議員が最後の段階

でおっしゃった、いやしくも妨害したり、あるいは非協力であってはならないと。もしそ

のような事実が判明した場合には、市民に公表し、たとえ職員といえども職を辞していた

だかなければならないというのは、その真意がよく私ははかりかねるんです。もしそのよ

うな事実があるならば、この議会で公表していただき、責任とるものは責任をとる。これ

が将来にこういうことがあってはならないよという忠告の意味であるなら、それはありが

たく受けとめておきたいと思います。

次に、米子空港滑走路の延長の問題であります。これはこれまでも申し上げておりまし

たように、鳥取県としては計画期間内に何とか事業を終わらせよう、供用開始もいたした

いという気持ちの中で今一生懸命取り組んでおるわけであります。何も境港市が手をこま

ねいておるわけではありません。いろんな問題がありましょうが、これからまた市議会と

も十分その都度その都度御協議を申し上げながら解決策を生み出していきたいと考えてお

りますので、よろしくお願いいたします。

次に、太陽光・風力発電の問題であります。最近このことが全国的にも話題になってお

ります。環境問題の一環として大変意義ある、これから取り組まなければならないであろ
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うという事業であると思います。鳥取県も、風力、太陽光、バイオマスによる発電を３万

キロワット規模で実現することを目標に掲げ、今年度から自然エネルギー推進プロジェク

トチームを設置して、独自の事業化や市町村を支援する取り組みを始めております。また、

地球温暖化防止対策で、国から市町村への補助制度も拡充されてきております。風力発電

につきましては、発電効率を高めるために大型のものが必要となり、投資規模が多額でリ

スクも大きくなっておりますので、現在国、県の補助を活用して中規模の太陽光発電を市

の公共施設で導入することができないものか今検討をいたしております。

市民が住宅に設置される太陽光発電施設に対する補助につきましては、これは市の職員

でもやっとる者があるということを私も初めて聞きましたけれども、これは本当にどれだ

けの効果があり、そして投資額が何年たったら回収できるかということは、計算はできま

すけれども、なかなか今までに実績がないもんですから、決断がつかないというのが実情

ではないでしょうか。現在の厳しい財政事情の中では、本市が新たな補助制度を設けると

いうことは、今の時点では難しいことであると思っております。長谷議員も紹介されまし

たが、島根県の方では市町村でも補助制度をかなり進められております。一般的には、１

軒当たり２０万と言われておりますが、普及すれば当然環境に与える影響といいますか、

その効果は期待できますけれども、財政負担のことも考えながら、もう少し慎重に検討す

べき課題であると思っております。

児童クラブの件につきましては、教育長から答えていただきます。

議長（下西淳史君） 教育長の答弁を求めます。

池淵教育長。

教育長（池淵一郎君） 児童クラブは、教育になっているのか、預かっているだけではな

いかという御質問でございます。現状につきまして申し上げますと、学童保育は地区の児

童クラブ運営委員会へ委託し、児童の安全と健全育成を目的として、１年生から３年生ま

での児童に対し、日曜、祝祭日、盆、年末年始を除く毎日、夏休み等の長期休業日も含め

て実施をいたしております。児童にとっては、学校の始業からかなり長い間の拘束となり

ますので、あくまで家庭のような開放感を持たせながら保育する方針で運営をしておりま

す。生活指導の面におきましては、基本的な生活習慣の習得、衛生観念の指導、規律の尊

重など社会性の育成に役立てばと、指導員の方々が粘り強く指導しております。また、学

習面につきましても、学習の習慣づけをするために宿題を整理させる指導を行っておりま

す。長谷議員には数々の御提言をいただきました。よりよい児童クラブを目指して、児童

クラブ運営委員会とも十分協議してまいりたいと思います。

議長（下西淳史君） 追及質問がございましたら、どうぞ。

長谷議員。

８番（長谷正信君） 私が政治姿勢を聞くのは、市長というものはそういうもんです。一

番大事なのは、自分の考え、気持ち、これが一番大事なわけです。それだからいつも聞い

とるわけで、これがなければ何でもない。市長も私も市民から選ばれとるんです。市民か
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ら選ばれないとなれないんです。ここに来ておらないわけですよね。選ばれたということ

は、指導者としての指揮権を片方では持ち、もう一つは市民のしもべであるという、使用

人であるということの二面性を持って政治をやっとるわけです。だから、この政治姿勢と

いうのが一番大事で、ほかの何よりもこれが大事なわけです。というのは、自分が立って

る足場であるからですね。だから、その上に立っていろいろとするわけであって、だから

これが私は一番大事であると。先ほども市長が答弁で、市民の意向に沿って、なおかつ市

議会を尊重するという立場、これが姿勢です。その姿勢の最も大事なところを私が言って

るわけであります。したがって、今までのようなやり方ではこの厳しい世の中は渡ってい

けないと。それを自分に厳しく言い聞かせながらやっていかないといけないということを

言ってるわけですよ。それ何遍聞かれても同じこと言うのは当たり前ですわ、自分がそう

信じとるわけだから。それはそれでいいとしても、要するに市民は何を期待して市長にし

たのか。自分も何をしたいために市長になったのか、それを常に考えて政治を進めていく

という姿勢なんですよ。これは私も市長も一緒なんですよ。だから、ついついそういうこ

とで市民の人がそういうことを言われたら、ああ、なるほどなあ、自分ももうちょっと足

りないとこがあるかなあと反省しながらすればいいことで、別にどうということはないわ

けであります。

それから、あと１つ言いますけれども、合併問題についても、何も合併した方がいいと

か悪いとか、それは正確に言うとわからないわけですね。だけども、今の現在で考えて考

えて、調べて調べて尽くして、それでどっちにしようかなあというときに、その被害を受

けたり利益を受けたりするのは、市長も私もですが、将来の市民なんですよね、こういう

問題は。ほかの場合はいいですよ。だけど、こういう条例とか何か、本人に厳しい、苦し

い選択を押しつける場合は、やはり市民参加でやらないといけないということを言ってる

わけですよ。何でもかんでも市民にこうべを垂れてせいとは言ってません。そうじゃなく

て、後年度、あのときこうすればよかったなあということのないように一生懸命しようじ

ゃないかと、こう言ってるわけです。だから、その点について誤解のないようにしてもら

いたいと思います。終わります。

議長（下西淳史君） 答弁いいですか。答弁ございますか。

８番（長谷正信君） 答弁してください。

議長（下西淳史君） 要るそうです。

黒見市長。

市長（黒見哲夫君） 重ねての御指摘、私も少なくとも一人の政治家として議員の皆さん

と同じように、市民福祉向上のために頑張っていく、その気概はいささかも私は変わって

いない、衰えていないと思っております。ただ、長谷議員がおっしゃるのは、今まではよ

かったけども、合併という大きな問題になれば、市長の今までの政治手法ではこれはやれ

んでないかという御心配だろうと思うんですよ。そういうことであるなら、そのことは私

なりに反省をいたしまして、議会とともに市民のために今後とも頑張りたいと思いますの
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で、よろしくお願いいたします。

休 憩

議長（下西淳史君） ここで休憩いたします。３時５分再開いたします。

（１４時４５分）

再 開 （１５時０５分）

議長（下西淳史君） 再開いたします。

引き続き各個質問を行います。

岩間悦子議員。

１６番（岩間悦子君） 本日最後の質問になりました。議場の皆様方、大変お疲れとは思

いますが、もうしばらく御辛抱をお願いします。

それでは、質問いたします。６月定例市議会に当たり、当面する問題について私見を交

えながら、市長並びに教育長に質問いたします。誠意ある御答弁を期待いたすものであり

ます。

まず最初に、喫煙対策についてお伺いいたします。午前中にもこれに関連した質問もご

ざいましたが、ダブる部分もあります。御了承いただきまして、質問させていただきます。

他人のたばこの煙を吸わせる受動喫煙の防止を盛り込んだ健康増進法が５月１日に施行

されました。また、世界保健機関（ＷＨＯ）の総会で、たばこ規制枠組み条約が採択され

たことも御案内のことと思います。たばこは健康への被害がはっきりしていながら、広く

普及してきた単一の商品として健康被害が圧倒的に大きいが、そのたばこから得る税収に

長く依存してきています。これほど矛盾に満ちた商品も珍しいと言われます。たばこの煙

の中に４，０００種を超す化学物質があり、うち２００種類以上が発がん物質や窒素化合

物など有害物質で、たばこの煙が小児ぜんそく、中耳炎、乳児の突然死症候群などの危険

因子の一つとなっていることや、統計では知能低下やすぐに暴力を振るう、いわゆるキレ

ることとも関連があるとされています。

健康増進法は罰則のない努力義務ではありますが、多数の人が利用する施設の管理者に

他人のたばこの煙を吸わされる受動喫煙の防止を義務づけています。対象となる施設は、

学校、体育館、病院、劇場、観覧場、集会場、展示場、百貨店、事務所、官公庁施設、飲

食店、その他が上げられています。現段階でも法施行を機に、小・中学校、高速道路のサ

ービスエリア、飲食チェーン店、首都圏にある私鉄１０社、自治体等、全面禁煙の動きが

広がっています。喫煙と健康被害については、だれもが周知していることですが、喫煙者

が吸う主流煙より副流煙の方が有害物質が格段に多く、受動喫煙が問題化されているゆえ

んであります。若い女性の喫煙は、妊娠などで次代を担う子供へ大きく影響を及ぼすこと

は言うまでもありません。健康増進法は罰則がない努力義務ではありますが、学校やデパ

ートなど多数の人が集まる施設の管理者はきちんと分煙をしないと法律違反に問われる可
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能性があり、県内でも施行に合わせて禁煙、分煙の動きが広がってきています。身近なと

ころで某銀行、デパート、バスターミナル、鳥取市の教育現場など実施されています。

ちなみに最近の調査で、喫煙コーナーに見かける空気清浄機は、たばこの煙の有害成分

をほとんど除去できないことが明らかになっています。換気扇も煙の粒子が残るという点

では、効果はほとんど期待できないと言われています。せめて分煙をするには、禁煙場所

を定め、間仕切りや換気設備、分煙機器でたばこの煙が周囲へ流れ出ない設備が必要であ

ります。県の健康対策課は、これからは個人の責任ではなく、社会全体で環境整備をする

必要があると強調しています。

そこで、お尋ねいたします。健康増進法の徹底はまず公共の施設からと思いますが、喫

煙、禁煙について本市の庁内、公共施設、教育現場の現状はどうなってるか、お聞かせく

ださい。なお、教育現場での御答弁は午前中お聞きしましたので、答弁いただかなくても

結構でございますが、追及質問で少しお尋ねさせていただきます。また、市内の企業、商

店、病院、飲食店など民間の施設や一般市民への健康増進法の啓発はどのようにお考えに

なり、取り組まれるのか、喫煙対策についての市長の御所見をお示しください。

終わりに一言、６月３日のマスコミ情報で、県議会の議運で世界的な禁煙の広がりがあ

り、禁煙したらどうかの提案にすんなり賛成となり、この際、議会全部を禁煙にすべきで

はないかとの声もあったとか。我々議員にもヘビースモーカーの方がおられます。健康増

進法施行を機に健康と受動喫煙という点や御自分自身の健康維持の点でも全面禁煙をお考

えいただけるものと期待いたしまして、喫煙対策の質問を終わります。

次に、教育問題について教育長にお尋ねいたします。

まず１点目に、教育現場の多忙化と教職員の健康対策についてお伺いします。

最近、境港、米子市の小・中学校の先生と学校現場の状況について話す機会がありまし

た。どの先生の口からも、異口同音に忙しいという言葉が返ってきました。教師は毎日生

き生きとゆとりを持ちながら、少しでも子供たちと接する時間が必要と考えます。雑務の

間に授業をし、放課後は会議、行事、生徒指導、部活指導等々、心身ともに疲労こんぱい

の状態で毎日が過ぎています。日の明るいうちに帰ったことがない。７時、８時は普通で、

時には９時、１０時もまれではないと切実に話されました。私の現職のころも同じ状態で

した。何年も前と同じ状況が続いているのです。というより、年を追うごとに拍車をかけ

て多忙化してることを感じました。

日本教職員組合、教育研究所、文部科学省などの幾つかの調査で、教師をやめたいと思

ったことがある先生がふえ、やりがいを感じながら苦悩する教師たちの姿がある。その背

景に、学校や教師を取り巻く環境が大きく変化する状況があると報告されています。学校

をやめたいと思ったことがあるかという問いに、５３．４％が「ある」と答え、その主な

理由に、体がもたない２４．８％、忙し過ぎる３７．８％で、ストレスを感じる原因とし

ても多忙が上げられていました。教職員の休職も病気休職がふえ続けているそうです。先

日も、心の病気、いわゆる精神性疾患で休職をする教職員が昨年は６人減になったものの、
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休職者全体の６４％を占め、依然としてストレスや過労で苦しむ教職員は多いと県教委が

まとめていました。

本市の学校現場の多忙化は、小・中学校では多少の違いや個人差もあろうと思いますが、

全体的に先生がなぜこのように忙しいのか現状をお聞かせください。また、どのようにす

ればこの多忙さが少しでも緩和されるのか、解決策があればお示しください。多忙さから

健康を害する先生も多いと聞きます。教職員の健康対策については、どのように指導なさ

っているのかもお聞かせください。

２点目に、図書教育についてお尋ねします。

読書は人間形成に大きな影響を与えたり、心をはぐくみ、いやすとも言われます。全国

のあちこちで朝の１０分間読書が行われていますが、この朝の読書の普及に努められた朝

の読書推進協議会理事の吉田法子氏は、小学校の校長時代、いじめや学級崩壊、器物破損

など児童の心の荒廃を何とかしたいとの思いで朝の読書を始めた。３年目、彼らの生活や、

心が変わる様子はまさに奇跡のようだったと、読書はあらゆる子供たちの情緒の安定剤に

なるのですと感動的な成功例が話され、全国的に広がっているようです。

また、最近の子供たちはファミコンに夢中で活字離れがひどく、そのためか読解力に欠

けるとも言われています。また、全国学校図書館協議会が行っている読書調査でも、小、

中、高と進むほど本を読まなくなっていると発表しています。読書習慣をつけるには、子

供はまず何を読んでいいのかわからないでいるので、おもしろくていい本を届けてやるこ

とや、子供たちが本を読みたくなる環境をつくるなど、学級文庫や校内図書館の充実が先

決であると言われます。県教委は、新年度の重点施策に６項目を上げ、その具体策の一つ

に学校図書館の充実や子供たちの読書活動を推進する事業に重点を置いています。

そこで、本市の図書教育について３点お尋ねし、提言をしたいと思います。まず１つ目

に、小・中学校の図書館の利用状況はどうでしょうか。蔵書は満たしているのでしょうか。

また、子供たちへはどのような読書の取り組みがなされているのでしょうか。例えば学級

文庫とか何分間読書とか、一斉読書時間、読書週間、月間など実施されている学校があり

ましたらお聞かせください。

２つ目は、４月から県教委はすべての公立学校に司書教諭を配置すると言っています。

司書教諭の配置は図書館利用を進める第一歩でもあり、企画立案的な役割を担い、個別読

書指導にも必要な存在であります。また、学校司書は、図書館で書物の整理や管理を扱う

役割があります。現在、本市の学校司書と司書教諭の現状をお聞かせください。

さて、最後に提言したいと思います。本市にあります境港工業高校、現在の境港総合技

術高校ですが、この高校は７年ぐらい前から朝のホームルームに朝の読書１０分間を今も

継続しておられます。その結果、生徒に落ちつきもできて集中力が高まった、読書をする

ようになったと高く評価されています。このことを受けて、市内の小・中学校に朝の読書

を一斉に実施し、高校につなげていく、これぞまさに読書の小・中・高一貫教育として本

市の特色ある教育となるのではないでしょうか。最初は１日置きでも２日置きでもよいか
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と思います。それと、いま一つは、蔵書という点で家庭で眠っている本を有効活用として、

地域住民の協力を得て蔵書の幅を広げ、読書に対する関心を高めたり、読書の習慣を身に

つけるきっかけになろうと思います。地域で子供を育てることにもつながっていきます。

読書は強制的にするものではないとは言いますが、学校に子供たちの読書機会を拡大して

いこうとする姿勢や取り組みが読書に親しむ子供たちを一人でも多くしていくのではない

でしょうか。この２点の提言の検討をぜひお願いし、教育長の御所見をお伺いします。

教育問題の最後に、学力調査結果の公表についてお聞きします。

基礎学力調査はことし１月、全小・中学校で実施されました。結果を７月をめどに公表

する予定となっているようですが、その公表範囲をめぐって議論がなされています。こと

しの２月県議会では、学校ごとの成績を一定配慮のもとで広く公表することは、全県的な

学力の向上につながると議論が沸き起こり、情報公開条例に基づいて、請求がなくても県

教委の判断で各学校の平均点を県民に公表するよう要求しています。学力向上検討委員会

では、公表積極論も出されたものの、反対意見が続出し、個人が特定されるような市町村

や学校別のデータ公表は控えてほしいと教育的な配慮を求める要望が出るなどしています。

現行の県情報公開条例では、個人情報を除いて原則公開となるため、開示請求があれば

小規模校を含め学校別や学年別、クラス別の成績まで開示しなければならなくなると。こ

のため、県教育委員会は、学級別や１学級の学年の結果など非公開とする県情報公開条例

の改正案を６月県議会に提案されるとのことですが、この公表論に関してお尋ねします。

調査の本来の目的に沿った公表とは、どんな公表なのか。また、調査結果の活用策などお

聞かせください。結果の公表について、本市の教育現場の意見や教育長自身のお考えをお

示しください。

以上で私の質問を終わります。

議長（下西淳史君） 市長の答弁を求めます。

黒見市長。

市長（黒見哲夫君） 岩間議員の御質問にお答えをいたします。

初めに、喫煙対策についてでございますが、今、庁舎内の喫煙、禁煙の状況というのは、

事務所、これは会議室も含めてでございますが、禁煙を実施いたしております。庁舎内の

数カ所に喫煙場所を設けて喫煙される方の便宜を図っておるというのが現状でございます。

また、公共施設での現状は、管理者が喫煙場所を指定されております。各公民館等に禁煙

を進めるポスターを張り、また市民への啓発については、肺がん検診や両親学級時にパン

フレットを配布して、喫煙が健康に及ぼす悪影響について知識の普及と啓発を行っている

ところであります。今後は、５月１日施行となりました健康増進法の目的を達成するため

に、生活習慣病や栄養、食生活、また喫煙が健康に及ぼす悪影響についても市報に掲載す

るなどして、より一層の啓発に取り組む所存でございます。

私も近年、特に感じておりますのは、国内でも今特に公共施設は禁煙の箇所が多くなっ

てきております。しかし、日本ではまだまだ、例えば中国に比べるとこの対策がおくれて
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おるように思います。中国では、皆さん御案内のとおり、今自分の泊まるホテルの自分の

部屋以外ではたばこが吸われないというのが現状でございまして、どうしても吸われる方

というのは、自分でポケット灰皿を持ってこっそり吸っておられるという状況で、中国で

は数年前に比べると非常に、むしろ制度としてさえ徹底しておるのでないかと感じておる

ところでございます。恐らく我が国ももう数年先にはそういうような時代を迎えると思い

ますが、今、当面取り組めることはやはり一生懸命取り組まなければいけないと考えてお

るところであります。

以下、教育長からお答えをいただきます。

議長（下西淳史君） 教育長の答弁を求めます。

池淵教育長。

教育長（池淵一郎君） 教育問題についてお答えをいたします。

初めに、教師の多忙化の原因と解決策、そして教職員の健康対策についてのお尋ねでご

ざいます。お答えいたします。教師の多忙化の原因として考えられることは、家庭や地域

の教育力が低下し、その負担が学校に転嫁されてきた。２つ目が、国際理解教育、環境教

育、福祉教育等の近年出てきた新しい教育課題にも対応しなければならなくなった。それ

から３つ目が、地域や関係機関との連携を一層深める必要が出てきた等々が考えられます

し、特に昨年度は学習指導要領の完全実施が行われたことも多忙化に拍車をかけたと考え

ております。

教育委員会としましては、学校、家庭、地域の役割の見直しを図る意味で、まず学校の

役割や責任を明確化するために、積極的に家庭や地域に対し学校の情報を発信をするとと

もに、家庭に対する啓発活動にも力を入れているところであります。教職員の健康管理に

ついては、校長会を通じて有給休暇の積極的な取得促進、行事や業務等の一層の精選、定

期健康診断の実施と指導などを行っております。また、職員室にエアコンを配置するなど

して、教職員の負担軽減に努めているところであります。

次に、学校における読書教育の現状についてでございますが、図書室の利用状況につき

まして、５月に一月間の１校当たりの平均を申し上げますと、５月１カ月間でございます

が、書籍の貸出数は７９２冊、授業中に図書室を利用した回数は３２回であります。数年

前に比べ、かなり利用頻度が上がっております。蔵書数は、小学校７校で約３万

４，０００冊、中学校３校で２万８，０００冊、それぞれ文部科学省基準の小学校では

６６％、中学校では８６％となっております。蔵書は、平成６年度に比べ小学校が２．４

倍、中学校が２．１倍とかなりふえております。ちなみに平成１４年度の図書購入予算に

ついて県下の状況と比べますと、小学校が県平均１校当たり３３万１，０００円、本市は

小学校で４１万円、中学校は県平均が６５万円に対し、本市は１００万円であります。読

書活動の推進については、全校が朝読書の実践をしておりますし、図書室での読み聞かせ

や本の紹介、学級文庫への貸し出し等を積極的に行っております。４月２３日の子ども読

書の日には、各校とも図書委員会などが中心となり、低学年児童への読み聞かせや読書ク
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イズなどのイベントを行うなど、読書活動の推進に努めております。

次に、学校司書教諭の現状についての御質問でございますが、平成９年度に図書室職員

を市内小・中学校に配置してより、本の貸出数の著しい増加や図書室を利用した調べ活動

や読み聞かせ等の読書活動が著しく活性化してまいりました。さらに本年度、学校図書館

法の規定により、全校に司書教諭を任命しました。今後は、司書教諭と図書室職員との連

携を緊密に図らせながら、一層活力ある読書活動を推進していきたいと考えております。

なお、今月の１７日には司書教諭と図書室職員対象に授業研究会をもとにした研修会を開

く予定にしております。

次に、朝読書の実践、家庭の蔵書の活用についての御提言につきましては、本年度に県

が策定予定の子ども読書活動推進ビジョンを受けて、本市独自の読書推進計画をつくって

まいりますが、その際に大いに参考にさせていただきたいと考えております。

最後でございますが、学力調査の公表についての御質問でございます。学力調査の結果

の活用や目的につきましては、３月議会でも申し上げましたとおり、各学校が児童生徒の

基礎学力の実態を把握するためと学習指導上の課題の明確化であります。公表や開示につ

いて、私は学習指導要領をもとに問題別の定着率や正答、誤答の分析結果及び児童生徒の

学習に対する興味、関心等を公表することが目的に沿っていると考えておりますし、各学

校長も同意見であります。殊さら学校別や学級別の平均点だけが強調されるような公表で

は、優劣や序列が主な関心対象となったりする風潮が生まれはしないか心配であります。

したがいまして、情報公開条例の趣旨をかんがみ、開示については県教委の改正案と同様

に、学級別の数値は非開示とするつもりであります。

議長（下西淳史君） 追及質問がございましたら、どうぞ。

岩間議員。

１６番（岩間悦子君） それでは、何点か追及質問をさせていただきます。

喫煙対策についてお伺いします。本庁の正面玄関に設置してあります喫煙室は、本庁に

来られる方の市民向けの喫煙室なのか、職員の喫煙室なのか、両方兼ねてるとは思います

が、この点について市民の方から非常に不評を買っております。正面玄関にまず入ると、

全く喫煙をしない人にはやはりにおいがすると。それから、階段を上がります２階の踊り

場あたりは非常ににおいがやはりしております。そこで、今こういう現状の中で正面玄関

に喫煙室を設けるというのはいかがなものかと私は思うわけでございますが、市長の意見

をお伺いします。

次に、教育現場の多忙化についてお伺いしましたが、教育長は３点ほどお上げになりま

したが、私がいろいろお聞きしたところでは、もっと教師を取り巻く環境が大きく変化す

るという、この近況ですね。これがこの３点じゃなくて、もっとあるように思うんですが、

本当に教育現場では死に物狂いで頑張っていらっしゃいます。それで、もう少し具体的に

境港市の学校としては、こういうふうな解決策がもうちょっと具体的にお示しいただけれ

ば幸いかと思いますが。やはり教師を取り巻く環境というのは、もっとほかにあるような
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感じがいたしますが、教育長の御所見をお伺いいたします。

それから、学校司書教諭についてですが、これは学校司書教諭というのは、図書教育だ

けの教諭でしょうか、それともほかの教科と兼ねてるような点はないでしょうか。それか

ら、学校司書というのは本市の場合、資格のある方がやっていらっしゃいますでしょうか、

その点をお聞かせください。

それからもう一つ、多忙化の一つに、仕事の面でも大変多忙をきわめているんですけど

も、この多忙化によって非常に先生方が心理的な影響もあるということをおっしゃってま

すけども、この心理的な影響というのは子供たちに余りいい影響を与えてないようにお聞

きしておりますけども、その点どういうふうに把握していらっしゃいますか、その辺をお

聞かせください。一応以上。

議長（下西淳史君） 初めに、市長の答弁を求めます。

中村総務部長。

総務部長（中村勝治君） 玄関前の喫煙所について、市長にかわって答弁を申し上げます。

あそこの喫煙場所でありますけども、一応市民専用というとらまえ方をしておりまして、

職員も間々利用するケースがあるようでありますけども、これは今後徹底をいたしたいと

思います。今２階の建設部と総務部の間の渡り廊下に喫煙所を設けておりますが、こちら

の方で吸うように再度徹底をしたいというぐあいに思います。

それから、正面玄関にはああいう喫煙所はなじまないということでありますが、御案内

のように、なかなか庁舎内スペースがございませんで、再度ちょっと場所の問題について

は検討をしてみたいというぐあいに思います。

議長（下西淳史君） 教育長の答弁を求めます。

教育長（池淵一郎君） 教育現場を取り巻く環境は、先ほど申し上げましたことを私ども

は把握をいたして、鋭意それについて解決策に向けて努力をいたしておる。先生の方でほ

かに具体的なことがあるんじゃないかということ、教えていただけませんでしょうか。

それから、心理的なことは子供とのかかわりでないというふうに考えております。

それから、学校司書教諭でございますが、これは兼務でございます。それで、担当の時

間数を週５時間減らしまして、それを司書教諭として兼務でやっとるというのが現状でご

ざいます。

それから、学校司書教諭は皆、資格は持っております。学校にそれぞれ二、三人わて資

格を前年度までに取らせましたので、それぞれ持っておりますが、うちからの学校図書教

諭については、これは資格がなくてもやらせております。

議長（下西淳史君） 追及がありましたら、どうぞ。

岩間議員。

１６番（岩間悦子君） 総務部長さんにお尋ねしますが、入り口にある分煙機器ですが、

どの程度あれは有効なものでしょうか。先ほど私が質問で申し上げました、余り効果のな

いようなものなのか、大変効果があるものなのか、その辺をお尋ねします。
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それと、お聞かせ願いたいということでしたが、一応私が聞いた範囲では、総合的な学

習の時間の導入とか、それから週５日制の移行とか、ＩＴ教育とか、絶対評価への切りか

え、そういうものも非常にしわ寄せになって、大波が押し寄せてくるように感じてるとい

うことをおっしゃっておりましたので、その辺能率よく何か現場で処理できるものなら教

育委員会としての御指導をお願いしたいと思います。以上で終わります。

議長（下西淳史君） 中村総務部長。

総務部長（中村勝治君） 効果の問題でありますけども、今、岩間議員さんがおっしゃる

ような完全な害のあるものを除去するというものではないということは承知しております。

議長（下西淳史君） ２番目のは要望でいいですか、こちらのは。

１６番（岩間悦子君） はい、いいです。

議長（下西淳史君） 追及はありませんか。

１６番（岩間悦子君） 後で個人的に聞きますので。

議長（下西淳史君） 本日の各個質問は以上といたします。

次の本会議は、あす１０日午前１０時に開き、引き続き各個質問を行います。

延 会 （１５時４０分）

議長（下西淳史君） 本日はこれをもって延会といたします。御苦労さんでした。
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